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この報告書は、令和５年度の埼玉県市町村民経済計算の結果を取りまとめたものです。 
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の実態をとらえることができる総合的な経済指標です。 

今回の推計に際しまして、各種資料を御提供くださいました関係者の皆様に厚くお礼を申し上

げます。 
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御利用にあたって 

1 この市町村民経済計算は、「令和５年度埼玉県県民経済計算」及び各種統計の最新の改定数値を採用しています。計算結果

は、公表済みの令和４年度以前の数値についても改定しています。最新版である本書の数値を御利用ください。 

2 本書の数値は断りのあるものを除き名目値です。 

3 市町村計は、理論上県民経済計算の数値と等しくなりますが、端数処理等のため完全に一致するものではありません。 

4 統計表の記号の用法は次のとおりです。 

(1)「0.0」「‐0.0」 掲載単位に満たないもの 

(2)「‐」 該当数値のないもの 

5 統計表中の数値は、単位未満を四捨五入したため、合計と内訳が一致しない場合があります。 

6 使用している項目は以下の算定式によります。 

(1)就業者１人当たり市町村内純生産（労働生産性） 

＝市町村内純生産÷市町村内就業者数 

(2)１人当たり市町村民所得 

＝市町村民所得÷市町村人口 

※１人当たり市町村民所得は市町村民所得を国勢調査人口または推計人口（推計人口はその年度の 10 月１日現在の総務省

統計局の推計人口を、県統計課の推計人口により調整したものです。）で割ったものです。１人当たり市町村民所得は企業

の利益なども含めた市町村民経済全体の所得を表しており、個人の給与や実収入の平均値を表すものではありません。 

(3)雇用者１人当たり雇用者報酬 

＝雇用者報酬÷市町村民雇用者数 

(4)経済成長率（市町村内総生産の対前年度増加率） 

＝（当年度額－前年度額）÷前年度額×100 

(5)寄与度（例：全体をＴ、構成部分をＰとした場合） 

＝P の前年度からの増減額÷T の前年度の額×100 

7 地域の構成は次のとおりです。（さいたま市及び地域振興センター所管区域による） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 本書については、埼玉県のホームページ内「彩の国統計情報館」でも閲覧することができます。 

埼玉県市町村民経済計算 検索 

9 この報告書に関する問合せは、埼玉県総務部統計課経済分析担当にお願いします。 

   電 話：０４８－８３０－２３２７ 

メール：a2300-07@pref.saitama.lg.jp  
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１ 市町村経済の概況 

 
令和５年度の市町村内総生産総額は、25 兆 8,867 億円で経済成長率（対前年度増加率）3.9%となり、３年

連続のプラス成長となった。また、市町村民所得総額は 24 兆 904 億円で経済成長率（対前年度増加率）は

3.2%となり、３年連続のプラス成長となった。 

 

令和５年度は、寄与度が第二次産業で 1.3%のプラス、第三次産業で 2.7%のプラスとなり、全体で 3.9%のプラ

スとなった。 

※ 控除項目（総資本形成に係る消費税）等があるため、寄与度の合計は対前年度増加率とは一致しない。 

 

令和５年度は、雇用者報酬の寄与度は 3.1%のプラス、財産所得は 0.1%のマイナス、企業所得は 0.2％のプ

ラスとなり、全体で 3.2%のプラスとなった。 

※ 個別に端数処理を行っているため、寄与度の合計は対前年度増加率と一致しない場合がある。 

表１　市町村計総括表
単位 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

市町村内総生産 10億円 23,864.5 23,302.5 24,340.1 24,922.7 25,886.7 0.0% -2.4% 4.5% 2.4% 3.9%

市町村民所得 10億円 22,397.8 21,381.1 22,657.0 23,333.2 24,090.4 -0.5% -4.5% 6.0% 3.0% 3.2%

１人当たり市町村民所得 千円 3,051 2,911 3,087 3,180 3,286 -0.7% -4.6% 6.0% 3.0% 3.3%

実数 対前年度増加率
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図２ 市町村民所得の推移及び項目別寄与度
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図１ 市町村内総生産の推移及び項目別寄与度
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２ 市町村内総生産（上位５市町村） 

表２ 市町村内総生産 

 

 

 

表３ 市町村内総生産の対前年度増加率 

 

 

市町村内総生産の対前年度増加率は、６３市町村のうち、５７市町村でプラスとなり、6 市町でマイナスと

なった。 

 

表４ 労働生産性（就業者１人当たり市町村内純生産） 

 
 

県全体の労働生産性は 542 万 1 千円、対前年度増加率は 4.1%となった。また、市町村別の対前年度増

加率は、５７市町村でプラスとなった。 

 

 

 

1 さいたま市 5,238,056 3.3 -4.7 3.9 20.2

2 川口市 1,604,343 5.0 11.9 3.9 6.2

3 川越市 1,415,868 3.7 5.5 3.1 5.5

4 熊谷市 1,173,929 3.5 3.6 3.5 4.5

5 所沢市 992,164 4.0 6.7 3.7 3.8

市町村計 25,886,720 3.9 5.8 3.4 100.0

実数（百万円）
対前年度
増加率(%)

製造業
増加率(%)

非製造業
増加率(%)

対市町村計
構成比(%)

1 鶴ヶ島市 249,846 36.7 181.8 3.8

2 毛呂山町 107,682 16.3 3.1 18.8

3 吉見町 75,375 16.2 4.6 22.7

4 神川町 58,128 14.9 31.2 0.9

5 寄居町 187,089 13.6 19.8 8.6

市町村計 25,886,720 3.9 5.8 3.4

非製造業
増加率(%)

実数（百万円）
対前年度
増加率(%)

製造業
増加率(%)

1 美里町 7,536 1.2 65.8

2 熊谷市 7,347 3.4 41.9

3 三芳町 6,643 4.0 40.8

4 和光市 6,563 5.1 3.4

5 蕨市 6,431 5.1 32.2

県全体 5,421 4.1 21.6

製造業の
構成比(%)

実数（千円）
対前年度
増加率(%)

※製造業の構成比（%） 

 市町村内総生産に対する構成比 
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図３ 市町村内総生産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 市町村内総生産増加率 
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３ 市町村民所得（分配）（上位５市町村） 

表５ 市町村民所得（分配） 

 

 

表６ 市町村民所得（分配）の対前年度増加率 

 
対前年度増加率は、５４市町村でプラスとなった。 

 

表７ １人当たり市町村民所得 

 
上位５市町の所得は、いずれも 370 万円以上と県全体 328 万 6 千円を大きく上回っている。対前年増加

率は、５８市町村でプラスとなった。 

 

表８ 雇用者１人当たり雇用者報酬 

 
対前年度増加率は、４２市町でプラスとなった。県全体では 487 万４千円、3.2％のプラスとなった。 

対前年度 雇用者報酬 財産所得 企業所得
増加率(%) 増加率(%) 増加率(%) 増加率(%)

1 朝霞市 553,039 8.9 11.6 -7.2 1.8

2 鶴ヶ島市 209,571 5.9 3.2 -1.7 18.1

3 和光市 359,286 5.0 6.9 -9.1 2.0

4 宮代町 83,893 4.8 4.0 -3.2 11.9

5 川口市 1,994,298 4.8 5.6 3.0 1.7

市町村計 24,090,377 3.2 4.3 -1.6 1.0

実数（百万円）

1 和光市 4,245 3.9

2 さいたま市 3,974 3.6

3 戸田市 3,891 3.7

4 朝霞市 3,868 8.5

5 三芳町 3,729 0.6

県全体 3,286 3.3

実数（千円）
対前年度
増加率(%)

1 さいたま市 6,131 4.2

2 朝霞市 6,055 10.4

3 和光市 5,961 5.7

4 戸田市 5,576 4.1

5 志木市 5,523 4.8

県全体 4,874 3.2

実数（千円）
対前年度
増加率(%)

対前年度 雇用者報酬 財産所得 企業所得 対市町村計
増加率(%) 増加率(%) 増加率(%) 増加率(%) 構成比(%)

1 さいたま市 5,344,543 4.0 5.4 -0.2 0.6 22.2

2 川口市 1,994,298 4.8 5.6 3.0 1.7 8.3

3 川越市 1,146,452 3.9 5.5 -2.2 0.7 4.8

4 所沢市 1,128,563 4.5 5.7 0.8 0.9 4.7

5 越谷市 1,068,388 2.5 3.1 -1.8 1.4 4.4

市町村計 24,090,377 3.2 4.3 -1.6 1.0 100.0

実数（百万円）
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図５ 市町村民所得（分配） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 市町村民所得（分配）増加率 
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４ 市町村民所得の流入・流出（上位５市町村） 

表９ 市町村民所得（分配）の流入率・流出率 

 

市町村民所得（分配）と市町村内純生産の差額は、その市町村の市町村民所得の他市町村からの流入額

又は流出額を意味している。 

差額がプラスとなる流入型タイプは５１市町村（３７市１３町１村）、流出型タイプは１２市町（３市９町）である。 

流入型の市町村は、雇用者の多くが他市町村へ通勤するなど、雇用機会を県外を含めた他市町村に依存

している場合が多い。 

※ 市町村民所得の流入率・流出率=（市町村民所得（分配）－市町村内純生産）÷市町村内純生産×100 

※ 市町村内純生産は要素費用表示 

 

 

図７ 市町村民所得の流入率・流出率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【流入型】 【流出型】

1 志木市 136.1 145,289 1 美里町 -39.4 -22,564

2 富士見市 121.7 189,207 2 三芳町 -25.6 -48,396

3 朝霞市 105.0 283,328 3 川島町 -23.2 -19,057

4 宮代町 103.6 42,697 4 寄居町 -21.8 -25,884

5 川口市 89.5 941,739 5 嵐山町 -20.7 -14,235
*流出額・流出率はマイナス表記としています

流入率
（％）
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 県全体の経済成長率 3.9%のうち、川越比企地域（川越）が 0.67 ポイント、さいたま地域が 0.66%ポイント 

増加に寄与している。 

５ 地域別概要 

図８ 地域別市町村内総生産の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 経済成長率（市町村内総生産 対前年度増加率）に対する地域別寄与度 
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 市町村内総生産の地域別構成比は、

さいたま地域（市）が最も多く、20.2%を

占めている。 
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 2011 年度と

2023 年度を比

較すると北部地

域（本庄）以外

の地域で上昇

している。 

表１０ 地域別市町村内総生産 

 

表１１ 市町村内総生産の推移（2011 年度＝100） 

 

表１２ 市町村民所得（分配）の推移（2011 年度＝100） 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

南部地域 100 97 102 102 107 109 112 113 113 109 115 117 123

南西部地域 100 99 105 104 109 111 114 116 115 111 116 120 125

東部地域 100 99 104 104 108 110 114 114 115 110 117 119 123

さいたま地域 100 101 107 107 112 114 118 117 117 113 120 125 130

県央地域 100 99 103 101 104 105 108 108 106 101 107 111 112

川越比企地域（川越） 100 98 104 102 106 107 109 109 108 102 110 111 116

川越比企地域（東松山） 100 97 103 99 103 103 106 103 102 95 103 106 108

西部地域 100 98 103 101 104 105 107 106 105 99 104 107 110

利根地域 100 97 102 100 104 104 107 105 104 99 104 107 109

北部地域（熊谷） 100 99 104 101 107 106 109 106 105 98 105 109 111

北部地域（本庄） 100 96 105 99 106 106 108 104 102 96 105 111 111

秩父地域 100 97 103 101 105 104 106 103 101 95 101 103 102

市町村計 100 99 104 103 108 109 112 111 111 106 112 115 119

 市町村内総生産は、１０地域でプラスと

なり、２地域でマイナスとなった。 

  

2011 年度と

2023 年度を比較

すると全地域で

上昇している。 

  

実数（百万円）
対前年度
増加率(%)

南部地域 2,428,826 4.4
南西部地域 2,173,561 3.8
東部地域 3,519,083 4.3
さいたま地域 5,238,056 3.3
県央地域 1,539,560 -3.2
川越比企地域（川越） 2,130,108 8.5
川越比企地域（東松山） 963,927 -0.7
西部地域 2,705,210 4.4
利根地域 2,344,286 6.4
北部地域（熊谷） 1,882,928 4.2
北部地域（本庄） 624,183 3.2
秩父地域 336,992 3.6
市町村計 25,886,720 3.9

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

南部地域 100 95 98 99 102 102 105 106 106 104 105 109 114

南西部地域 100 93 99 100 106 106 108 108 109 106 111 114 119

東部地域 100 98 103 103 107 109 112 114 115 112 116 120 125

さいたま地域 100 99 104 104 108 107 108 109 109 106 110 113 116

県央地域 100 99 103 105 106 104 111 110 110 109 118 120 116

川越比企地域（川越） 100 90 99 96 99 102 100 100 104 101 115 109 118

川越比企地域（東松山） 100 98 103 105 110 110 110 113 110 112 119 128 127

西部地域 100 99 103 106 106 115 118 118 118 111 117 120 125

利根地域 100 96 103 105 107 107 112 113 111 109 114 113 121

北部地域（熊谷） 100 104 104 102 107 104 112 109 108 108 107 116 121

北部地域（本庄） 100 94 95 85 91 84 86 84 82 85 84 89 91

秩父地域 100 96 101 100 102 106 105 103 102 100 99 103 107

市町村計 100 97 102 102 105 106 109 109 109 107 111 114 119
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実数（千円）
対前年度
増加率(%)

南部地域 4,922 4.2

南西部地域 5,313 4.6

東部地域 5,071 4.6

さいたま地域 6,008 4.2

県央地域 4,951 -3.1

川越比企地域（川越） 5,793 9.2

川越比企地域（東松山） 5,156 -1.2

西部地域 5,375 4.1

利根地域 5,161 6.3

北部地域（熊谷） 6,263 4.1

北部地域（本庄） 5,562 2.6

秩父地域 4,566 4.5

県全体 5,421 4.1

さいたま地域

22.2%

東部地域

14.8%

南部地域

11.6%南西部地域

10.4%

西部地域

9.9%

利根地域

7.5%

川越比企地域（川越）

7.2%

県央地域

6.4%

北部地域（熊谷） 4.7%

川越比企地域（東松山）2.6%

北部地域（本庄） 1.6%

秩父地域 0.9%

 市町村民所得（分配）は、１０地域でプラ

スとなり、２地域でマイナスとなった。 

 労働生産性（就業者１人当たり純生産）

は、１０地域でプラスとなり、２地域でマイナ

スとなった。 

 市町村民所得（分配）の地域別構成比

は、さいたま地域（市）が最も多く、22.2%を

占めている。 

  

表１３ 地域別労働生産性（就業者１人当たり純生産） 

表１４ 地域別市町村民所得（分配） 

図１０ 地域別市町村民所得（分配）の構成 

実数（百万円）
対前年度
増加率(%)

南部地域 2,804,977 4.6

南西部地域 2,514,623 4.5

東部地域 3,560,973 2.8

さいたま地域 5,344,543 4.0

県央地域 1,543,728 1.3

川越比企地域（川越） 1,745,548 4.0

川越比企地域（東松山） 634,910 1.5

西部地域 2,382,873 2.9

利根地域 1,811,478 2.1

北部地域（熊谷） 1,131,312 2.1

北部地域（本庄） 386,706 -0.5

秩父地域 228,705 -0.7

市町村計 24,090,377 3.2
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表１５ 地域別１人当たり市町村民所得 

 

表１６ 地域別雇用者１人当たり雇用者報酬 

 

図１１ １２地域の地域間格差 （変動係数) 

 

※ 地域間格差とは１２地域の１人当たり市町村民所得、または雇用者１人当たり雇用者報酬の標準偏差を

平均で割ったもの（変動係数）で、ばらつき（格差）の大きさを表す。 

実数（千円）
対前年度
増加率(%)

南部地域 3,467 4.4

南西部地域 3,433 4.3

東部地域 3,095 3.0

さいたま地域 3,974 3.6

県央地域 2,923 1.5

川越比企地域（川越） 3,067 4.3

川越比企地域（東松山） 2,898 2.0

西部地域 3,110 3.2

利根地域 2,884 2.4

北部地域（熊谷） 3,122 2.6

北部地域（本庄） 2,936 0.0

秩父地域 2,548 1.3

県全体 3,286 3.3

実数（千円）
対前年度
増加率(%)

南部地域 5,219 4.3

南西部地域 5,386 5.1

東部地域 4,688 2.4

さいたま地域 6,131 4.2

県央地域 4,272 2.4

川越比企地域（川越） 4,728 3.4

川越比企地域（東松山） 3,674 1.0

西部地域 4,667 2.5

利根地域 3,938 1.7

北部地域（熊谷） 3,965 1.2

北部地域（本庄） 3,621 -1.9

秩父地域 3,229 -2.2

県全体 4,874 3.2

 １人当たり市町村民所得は、１１地域でプラ

ス、１地域で横ばいとなった。 

 地域別雇用者１人当たり雇 

用者報酬の地域間格差は、 

７年連続で拡大した。 

 

 

 

 地域別１人当たり市町村民 

所得のばらつきを示す地域間 

格差は拡大した。 

 雇用者１人当たり雇用者報酬は、１０地域

でプラスとなり、２地域でマイナスとなった。 
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６ 地域別総括表 

 

 

市町村内総生産及び市町村民所得（分配）の対前年度増加率 

 

 

産業別構成比の推移 

  

 
 

  

市町村計

総括表 2023年度

対前年度増加率

市町村内総生産 百万円 23,864,521 23,302,498 24,340,071 24,922,745 25,886,720 3.9%

市町村民所得（分配） 百万円 22,397,759 21,381,065 22,656,979 23,333,232 24,090,377 3.2%

一人当たり市町村民所得 千円 3,051 2,911 3,087 3,180 3,286 3.3%

就業者一人当たり市町村内純生産 千円 5,204 4,910 5,160 5,206 5,421 4.1%

雇用者一人当たり雇用者報酬 千円 4,704 4,590 4,670 4,724 4,874 3.2%

市町村人口 人 7,342,026 7,344,765 7,340,467 7,337,089 7,331,377 -0.1%

単位 2021年度 2022年度 2023年度2020年度2019年度

0.0%
-2.4%

4.5%
2.4%

3.9%

-0.5%

-4.5%

6.0%

3.0%

3.2%

-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

市町村内総生産

市町村民所得(分配)

※ 控除項目(総資本形成に係る消費税等）が含まれているため、合計は 100%とならない。 

20.5%

20.6%

21.5%

21.2%

21.6%

4.8%

4.8%

4.7%

4.6%

4.5%

11.3%

11.4%

11.4%

11.5%

11.5%

5.4%

4.5%

4.5%

4.7%

4.7%

3.6%

3.6%

3.7%

3.7%

4.2%

16.8%

17.6%

17.2%

17.1%

17.0%

6.6%

6.8%

6.8%

6.9%

6.9%

5.2%

5.4%

5.2%

5.1%

4.8%

9.8%

10.0%

10.0%

9.9%

9.7%

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

製造業

卸売・小売業 金融・保険業

保健衛生

・社会事業

その他の

サービス

公務

電気・ガス・水道

・廃棄物処理業

農林水産業
鉱業 建設業

不動産業
情報通信業運輸・郵便業

教育専門・科学技術、

業務支援サービス業
宿泊・飲食

サービス業

構成比(%)
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南部地域 川口市、蕨市、戸田市

総括表 2023年度

平成２１年度 対前年度増加率

市町村内総生産 百万円 2,261,659 2,228,479 2,247,101 2,326,748 2,428,826 4.4%

市町村民所得（分配） 百万円 2,589,439 2,493,976 2,620,086 2,682,286 2,804,977 4.6%

一人当たり市町村民所得 千円 3,198 3,081 3,239 3,322 3,467 4.4%

就業者一人当たり市町村内純生産 千円 4,809 4,577 4,639 4,724 4,922 4.2%

雇用者一人当たり雇用者報酬 千円 4,965 4,848 4,961 5,002 5,219 4.3%

市町村人口 人 809,636 809,456 808,856 807,532 809,010 0.2%

単位 2021年度 2022年度 2023年度2020年度2019年度

0.10 

0.00 

0.85 

1.07 

0.85 

1.05 

1.25 

1.03 
1.72 

0.86 

1.22 

0.85 

0.76 

0.84 

1.03 

0.92 

農林水産業

鉱業

製造業

建設業

電気･ガス･水道・廃棄

物処理業

卸売･小売業

運輸・郵便業

宿泊・飲食サービス業

情報通信業

金融・保険業

不動産業

専門・科学技術、業務

支援サービス業

公務

教育

保健衛生・社会事業

その他のサービス
南部地域

全市町村平均比率=1.0

市町村内総生産及び市町村民所得（分配）の対前年度増加率 

※ 控除項目(総資本形成に係る消費税等）が含まれているため、合計は 100%とならない。 

 

17.6%

18.0%

17.4%

17.4%

18.3%

5.2%

5.2%

4.3%

4.9%

4.9%

11.9%

11.7%

12.1%

12.1%

12.1%

6.6%

5.8%

6.0%

6.0%

5.9%

3.8%

4.1%

3.9%

3.6%

3.7%

20.6%

21.5%

21.5%

21.1%

20.9%

5.5%

5.7%

5.9%

5.9%

5.9%

3.9%

4.0%

4.0%

3.9%

3.6%

10.0%

10.1%

10.5%

10.3%

10.0%

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

電気・ガス・水道

・廃棄物処理業

その他の

サービス

情報通信業

教育
専門・科学技術、

業務支援サービス業

農林水産業 鉱業

製造業

建設業 卸売・小売業 金融・保険業

不動産業
運輸・郵便業

保健衛生

・社会事業公務

宿泊・飲食

サービス業

構成比(%)

-0.1%

-1.5%
0.8%

3.5%

4.4%0.5%

-3.7%

5.1%

2.4%

4.6%

-6.0%
-4.0%

-2.0%
0.0%

2.0%
4.0%

6.0%
8.0%

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

市町村内総生産

市町村民所得(分配)

産業別構成比の推移 

 南部地域の総生産は 4 番目の規模で増加率は 4.4%。所得は 3 番目の規模で増加率は 4.6%。構成比が伸びた
のは製造業で、前年度と比較して 0.9 ポイント増加。特化係数は、情報通信業が 1.72、運輸・郵便業が 1.25、不動
産業が 1.22 と高く、鉱業、農林水産業及び公務が低い。 

産業別特化係数（全市町村平均比率＝1.0） 

※特化係数 各市町村の産業別構成比 

   ÷市町村全体の産業別構成比 

  （１より大きい産業ほど特化している） 
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南西部地域 朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、三芳町、ふじみ野市

総括表 2023年度

平成２１年度 対前年度増加率

市町村内総生産 百万円 1,990,285 1,943,744 2,028,890 2,094,288 2,173,561 3.8%

市町村民所得（分配） 百万円 2,308,960 2,228,586 2,336,348 2,406,387 2,514,623 4.5%

一人当たり市町村民所得 千円 3,176 3,051 3,197 3,293 3,433 4.3%

就業者一人当たり市町村内純生産 千円 5,053 4,805 5,022 5,079 5,313 4.6%

雇用者一人当たり雇用者報酬 千円 5,094 4,978 5,080 5,126 5,386 5.1%

市町村人口 人 726,919 730,325 730,855 730,853 732,543 0.2%

単位 2021年度 2022年度 2023年度2020年度2019年度

 南西部地域の総生産は６番目の規模で増加率は 3.8%。所得は 4 番目の規模で増加率は 4.5%。構成比が伸び
たのは建設業で、前年度と比較して 0.4 ポイント増加。特化係数は、専門・科学技術、業務支援サービス業が 1.81
と突出。そのほか不動産業が 1.15 と高く、鉱業、農林水産業及び製造業が低い。  

※ 控除項目(総資本形成に係る消費税等）が含まれているため、合計は 100%とならない。 

0.2%
-2.3%

4.4%

3.2%

3.8%

-0.8%

-3.5%

4.8%

3.0%

4.5%

-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

市町村内総生産

市町村民所得(分配)

0.59 
0.00 

0.65 

1.12 

1.08 

0.94 

1.10 

1.03 

0.75 

0.87 

1.15 

1.81 

0.92 

1.11 

1.10 

0.76 

農林水産業

鉱業

製造業

建設業

電気･ガス･水道・廃棄

物処理業

卸売･小売業

運輸・郵便業

宿泊・飲食サービス業

情報通信業

金融・保険業

不動産業

専門・科学技術、業務

支援サービス業

公務

教育

保健衛生・社会事業

その他のサービス
南西部地域

全市町村平均比率=1.0

産業別特化係数（全市町村平均比率＝1.0） 

市町村内総生産及び市町村民所得（分配）の対前年度増加率 

13.3%

12.3%

13.7%

14.0%

14.1%

5.1%

5.6%

4.9%

4.7%

5.1%

10.6%

10.8%

10.8%

10.8%

10.9%

5.9%

5.1%

5.1%

5.2%

5.2%

19.1%

20.2%

19.7%

19.6%

19.6%

12.5%

12.3%

12.5%

12.5%

12.5%

4.8%

5.0%

4.8%

4.7%

4.4%

10.8%

11.1%

11.2%

11.0%

10.8%

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

農林水産業 鉱業

製造業

建設業

電気・ガス・水道

・廃棄物処理業

卸売・小売業 金融・保険業

不動産業
情報通信業運輸・郵便業

宿泊・飲食

サービス業

保健衛生

・社会事業

専門・科学技術、

業務支援サービス業

公務

教育 その他の

サービス

構成比(%)

産業別構成比の推移 
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東部地域 春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町

総括表 2023年度

対前年度増加率

市町村内総生産 百万円 3,226,914 3,136,171 3,267,015 3,374,395 3,519,083 4.3%

市町村民所得（分配） 百万円 3,326,282 3,181,920 3,387,940 3,464,278 3,560,973 2.8%

一人当たり市町村民所得 千円 2,863 2,754 2,933 3,005 3,095 3.0%

就業者一人当たり市町村内純生産 千円 4,839 4,548 4,769 4,847 5,071 4.6%

雇用者一人当たり雇用者報酬 千円 4,535 4,439 4,527 4,580 4,688 2.4%

市町村人口 人 1,161,974 1,155,470 1,155,268 1,152,916 1,150,581 -0.2%

単位 2021年度 2022年度 2023年度2020年度2019年度

0.9%

-2.8%
4.2%

3.3%
4.3%

0.2%

-4.3%

6.5%

2.3% 2.8%

-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

市町村内総生産

市町村民所得(分配)

市町村内総生産及び市町村民所得（分配）の対前年度増加率 

0.41 

0.19 

0.98 

1.03 

0.96 

1.12 

1.21 

1.10 
0.43 

0.93 

1.08 

0.84 

0.88 

1.01 

1.07 

0.76 

農林水産業

鉱業

製造業

建設業

電気･ガス･水道・廃棄

物処理業

卸売･小売業

運輸・郵便業

宿泊・飲食サービス業

情報通信業

金融・保険業

不動産業

専門・科学技術、業務

支援サービス業

公務

教育

保健衛生・社会事業

その他のサービス
東部地域

全市町村平均比率=1.0

産業別特化係数（全市町村平均比率＝１.0） 

※ 控除項目(総資本形成に係る消費税等）が含まれているため、合計は 100%とならない。 

19.4%

19.4%

19.9%

20.3%

21.2%

5.7%

5.1%

5.1%

5.0%

4.7%

12.6%

12.9%

12.9%

12.9%

12.9%

6.4%

5.6%

5.6%

5.8%

5.7%

18.5%

19.3%

18.8%

18.6%

18.4%

5.6%

5.8%

5.8%

5.8%

5.8%

4.6%

4.8%

4.6%

4.6%

4.2%

10.4%

10.8%

10.9%

10.7%

10.5%

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

農林水産業 鉱業

製造業

建設業

電気・ガス・水道

・廃棄物処理業

卸売・小売業
金融・保険業

不動産業
情報通信業運輸・郵便業

専門・科学技術、

業務支援サービス業

公務

その他の

サービス

教育
宿泊・飲食

サービス業

保健衛生

・社会事業構成比(%)

産業別構成比の推移 

 東部地域の総生産は 2 番目の規模で増加率は 4.3%。所得も 2 番目の規模で増加率は 2.8%。構成比が伸びた
のは製造業で、前年度と比較して 0.9 ポイント増加。特化係数は、運輸・郵便業が 1.21、卸売・小売業が 1.12、
宿泊・飲食サービス業が 1.10 と高く、鉱業、農林水産業及び情報通信業が低い。 
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さいたま地域 さいたま市

総括表 2023年度

対前年度増加率

市町村内総生産 百万円 4,921,208 4,765,518 4,947,959 5,072,964 5,238,056 3.3%

市町村民所得（分配） 百万円 4,820,610 4,642,858 4,919,276 5,137,283 5,344,543 4.0%

一人当たり市町村民所得 千円 3,683 3,507 3,693 3,834 3,974 3.6%

就業者一人当たり市町村内純生産 千円 5,879 5,500 5,752 5,767 6,008 4.2%

雇用者一人当たり雇用者報酬 千円 5,747 5,617 5,729 5,882 6,131 4.2%

市町村人口 人 1,308,768 1,324,025 1,332,109 1,339,769 1,344,865 0.4%

単位 2021年度 2022年度 2023年度2020年度2019年度

※ 控除項目(総資本形成に係る消費税等）が含まれているため、合計は 100%とならない。 

0.30 0.00 

0.32 

1.01 

1.21 

1.29 

0.83 

0.97 

2.35 
1.80 

0.99 

1.36 

1.33 

0.99 

0.91 

1.66 

農林水産業

鉱業

製造業

建設業

電気･ガス･水道・廃棄

物処理業

卸売･小売業

運輸・郵便業

宿泊・飲食サービス業

情報通信業

金融・保険業

不動産業

専門・科学技術、業務

支援サービス業

公務

教育

保健衛生・社会事業

その他のサービス
さいたま地域

全市町村平均比率=1.0

7.8%

7.5%

7.2%

7.6%

7.0%

4.8%

4.5%

5.0%

4.5%

4.6%

14.5%

14.3%

14.7%

14.9%

14.9%

5.4%

5.7%

5.3%

4.9%

5.0%

6.2%

6.4%

6.6%

6.7%

7.5%

16.2%

17.1%

16.8%

16.7%

16.9%

8.6%

9.1%

9.2%

9.3%

9.3%

6.8%

7.1%

6.9%

6.8%

6.4%

8.7%

9.0%

9.1%

9.0%

8.9%

6.7%

6.1%

6.2%

6.4%

6.2%

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

農林水産業 鉱業

製造業

建設業

電気・ガス・水道

・廃棄物処理業

卸売・小売業
金融・保険業

不動産業情報通信業運輸・郵便業

専門・科学技術、

業務支援サービス業

教育

保健衛生

・社会事業

宿泊・飲食

サービス業

公務

その他の

サービス

構成比(%)

0.2%

-3.2%
3.8%

2.5%
3.3%

-0.1%

-3.7%

6.0%
4.4%

4.0%

-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

市町村内総生産

市町村民所得(分配)

市町村内総生産及び市町村民所得（分配）の対前年度増加率 

 さいたま地域の総生産は県内で一番大きく 20.2%を占め、増加率は 3.3%。所得も同様に県内で一番大きく県
全体の 22.2%にあたり、増加率は 4.0%。構成比が伸びたのは金融・保険業で、前年度と比較して 0.8 ポイント増
加。特化係数は、情報通信業が 2.35 で突出。金融・保険業が 1.80、その他のサービスが 1.66 と高く、鉱業、農
林水産業及び製造業が低い。 

産業別構成比の推移 

産業別特化係数（全市町村平均比率＝１.0） 
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県央地域 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

総括表 2023年度

対前年度増加率

市町村内総生産 百万円 1,465,286 1,444,869 1,572,451 1,590,952 1,539,560 -3.2%

市町村民所得（分配） 百万円 1,463,696 1,393,928 1,478,318 1,523,186 1,543,728 1.3%

一人当たり市町村民所得 千円 2,770 2,637 2,796 2,878 2,923 1.5%

就業者一人当たり市町村内純生産 千円 4,916 4,689 5,122 5,111 4,951 -3.1%

雇用者一人当たり雇用者報酬 千円 4,204 4,086 4,144 4,172 4,272 2.4%

市町村人口 人 528,418 528,558 528,706 529,194 528,146 -0.2%

単位 2021年度 2022年度 2023年度2020年度2019年度

0.82 

0.00 

0.99 

0.99 

0.69 

1.31 

0.89 

0.88 

0.56 
0.72 

1.07 

0.79 

1.05 

1.15 

1.13 

0.69 

農林水産業

鉱業

製造業

建設業

電気･ガス･水道・廃棄

物処理業

卸売･小売業

運輸・郵便業

宿泊・飲食サービス業

情報通信業

金融・保険業

不動産業

専門・科学技術、業務

支援サービス業

公務

教育

保健衛生・社会事業

その他のサービス
県央地域

全市町村平均比率=1.0

市町村内総生産及び市町村民所得（分配）の対前年度増加率 

※ 控除項目(総資本形成に係る消費税等）が含まれているため、合計は 100%とならない。 

-0.2% -1.4%

8.8%

1.2%

-3.2%
-1.3%

-4.8%

6.1%
3.0%

1.3%

-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%

10.0%

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

市町村内総生産

市町村民所得(分配)

23.7%

23.1%

26.3%

25.5%

21.5%

4.6%

4.9%

5.2%

4.8%

4.5%

13.8%

14.3%

13.7%

13.9%

15.1%

4.6%

4.1%

3.9%

4.0%

4.2%

17.3%

17.9%

17.0%

17.2%

18.2%

5.0%

5.1%

5.0%

5.1%

5.5%

5.2%

5.4%

5.0%

5.0%

5.0%

10.7%

10.8%

10.4%

10.5%

11.0%

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

農林水産業 鉱業

製造業

建設業

電気・ガス・水道

・廃棄物処理業

卸売・小売業
金融・保険業

不動産業
情報通信業運輸・郵便業

教育

公務

宿泊・飲食

サービス業

保健衛生

・社会事業

専門・科学技術、

業務支援サービス業

その他の

サービス

構成比(%)

産業別構成比の推移 

産業別特化係数（全市町村平均比率＝１.0） 

 県央地域の総生産は 9 番目の規模で増加率は-3.2%。所得は 8 番目の規模で増加率は 1.3%。構成比が伸び
たのは卸売・小売業で、前年度と比較して 1.2 ポイント増加。特化係数は、卸売・小売業が 1.31、教育が 1.15、保
健衛生・社会事業が 1.13 と高く、鉱業、情報通信業及びその他のサービスが低い。 
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川越比企地域（川越） 川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町

総括表 2023年度

対前年度増加率

市町村内総生産 百万円 1,886,431 1,829,666 2,085,963 1,962,621 2,130,108 8.5%

市町村民所得（分配） 百万円 1,632,129 1,544,519 1,662,126 1,678,048 1,745,548 4.0%

一人当たり市町村民所得 千円 2,847 2,703 2,910 2,941 3,067 4.3%

就業者一人当たり市町村内純生産 千円 5,295 5,010 5,671 5,307 5,793 9.2%

雇用者一人当たり雇用者報酬 千円 4,580 4,486 4,571 4,572 4,728 3.4%

市町村人口 人 573,198 571,358 571,160 570,501 569,063 -0.3%

単位 2021年度 2022年度 2023年度2020年度2019年度

21.0%

20.8%

29.1%

22.9%

25.6%

5.1%

5.3%

4.8%

4.8%

4.4%

9.7%

9.9%

9.0%

9.9%

9.5%

15.6%

16.5%

14.6%

15.8%

15.1%

7.9%

8.2%

7.5%

8.3%

7.9%

10.4%

10.6%

9.7%

10.5%

9.9%

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

農林水産業 鉱業

製造業

建設業

電気・ガス・水道

・廃棄物処理業

卸売・小売業

不動産業情報通信業運輸・郵便業

その他の

サービス

教育

保健衛生

・社会事業公務

宿泊・飲食

サービス業
金融・保険業 専門・科学技術、

業務支援サービス業

構成比(%)

0.74 

0.14 

1.18 

0.97 

1.40 

0.83 

0.70 

1.09 
0.82 

0.90 

0.88 

1.15 

0.84 

1.19 

1.01 

1.05 

農林水産業

鉱業

製造業

建設業

電気･ガス･水道・廃棄

物処理業

卸売･小売業

運輸・郵便業

宿泊・飲食サービス業

情報通信業

金融・保険業

不動産業

専門・科学技術、業務

支援サービス業

公務

教育

保健衛生・社会事業

その他のサービス
川越比企地域（川越）

全市町村平均比率=1.0

市町村内総生産及び市町村民所得（分配）の対前年度増加率 

※ 控除項目(総資本形成に係る消費税等）が含まれているため、合計は 100%とならない。 

産業別構成比の推移 

4.1%

-3.0%

14.0%

-5.9%

8.5%

-0.7%

-5.4%

7.6% 1.0% 4.0%

-8.0%

-4.0%

0.0%

4.0%

8.0%

12.0%

16.0%

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

市町村内総生産

市町村民所得(分配)

産業別特化係数（全市町村平均比率＝１.0） 

 川越比企地域（川越）の総生産は 7 番目の規模で増加率は 8.5%。所得も 7 番目の規模で増加率は 4.0%。構成
比が伸びたのは製造業で、前年度と比較して 2.7 ポイント増加。特化係数は、電気・ガス・水道・廃棄物処理業が
1.40、教育が 1.19、製造業が 1.18 と高く、鉱業、運輸・郵便業が低い。  
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川越比企地域（東松山） 東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村

総括表 2023年度

対前年度増加率

市町村内総生産 百万円 839,545 851,016 902,152 970,310 963,927 -0.7%

市町村民所得（分配） 百万円 598,980 560,638 603,751 625,543 634,910 1.5%

一人当たり市町村民所得 千円 2,670 2,522 2,732 2,842 2,898 2.0%

就業者一人当たり市町村内純生産 千円 4,727 4,568 4,875 5,217 5,156 -1.2%

雇用者一人当たり雇用者報酬 千円 3,735 3,607 3,644 3,637 3,674 1.0%

市町村人口 人 224,375 222,315 220,978 220,138 219,068 -0.5%

単位 2021年度 2022年度 2023年度2020年度2019年度

1.53 

3.70 

1.69 

0.92 

0.73 

0.62 

1.10 

0.79 

0.91 

0.45 

0.87 

0.62 

0.79 

0.98 

0.92 

0.83 

農林水産業

鉱業

製造業

建設業

電気･ガス･水道・廃棄

物処理業

卸売･小売業

運輸・郵便業

宿泊・飲食サービス業

情報通信業

金融・保険業

不動産業

専門・科学技術、業務

支援サービス業

公務

教育

保健衛生・社会事業

その他のサービス
川越比企地域（東松山）

全市町村平均比率=1.0

31.6%

34.7%

36.8%

37.9%

36.4%

4.5%

4.0%

3.6%

4.9%

4.2%

7.7%

7.2%

7.1%

6.7%

7.1%

6.2%

5.0%

4.9%

4.9%

5.2%

15.6%

15.6%

15.0%

14.3%

14.9%

4.3%

4.3%

4.3%

4.1%

4.3%

4.4%

4.3%

4.1%

3.9%

3.8%

9.5%

9.4%

9.3%

8.8%

9.0%

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

農林水産業 鉱業

製造業

建設業

電気・ガス・水道

・廃棄物処理業

卸売・小売業 金融・保険業

不動産業

情報通信業
運輸・郵便業

公務

宿泊・飲食

サービス業

その他の

サービス
専門・科学技術、

業務支援サービス業

教育

保健衛生

・社会事業構成比(%)

産業別構成比の推移 

※ 控除項目(総資本形成に係る消費税等）が含まれているため、合計は 100%とならない。 

 川越比企地域（東松山）の総生産は 10 番目の規模で増加率は-0.7%。所得も 10 番目の規模で増加率は 

1.5%。構成比が伸びたのは不動産業で、前年度と比較して 0.6 ポイント増加。特化係数は、鉱業が 3.70 と非常に
高くなっているが、生産額は約 15 億円で構成比としては 0.2%である。そのほか製造業が 1.69、農林水産業が
1.53 と高く、金融・保険業、卸売・小売業及び専門・科学技術、業務支援サービス業が低い。 

産業別特化係数（全市町村平均比率＝１.0） 

 

-2.3%

1.4% 6.0%

7.6%

-0.7%

-1.5%

-6.4%

7.7%

3.6%

1.5%

-10.0%
-7.5%
-5.0%
-2.5%
0.0%
2.5%
5.0%
7.5%

10.0%

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

市町村内総生産

市町村民所得(分配)

市町村内総生産及び市町村民所得（分配）の対前年度増加率 
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西部地域 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市

総括表 2023年度

対前年度増加率

市町村内総生産 百万円 2,538,211 2,405,897 2,519,384 2,591,455 2,705,210 4.4%

市町村民所得（分配） 百万円 2,277,561 2,143,706 2,258,994 2,314,963 2,382,873 2.9%

一人当たり市町村民所得 千円 2,945 2,778 2,937 3,013 3,110 3.2%

就業者一人当たり市町村内純生産 千円 5,254 4,835 5,076 5,165 5,375 4.1%

雇用者一人当たり雇用者報酬 千円 4,619 4,485 4,522 4,551 4,667 2.5%

市町村人口 人 773,261 771,746 769,042 768,311 766,080 -0.3%

単位 2021年度 2022年度 2023年度2020年度2019年度

0.86 

1.18 

1.25 

0.86 

0.81 

0.80 

1.21 

1.00 
0.34 

0.81 

0.94 

0.71 

1.32 

1.07 

1.14 

0.78 

農林水産業

鉱業

製造業

建設業

電気･ガス･水道・廃棄

物処理業

卸売･小売業

運輸・郵便業

宿泊・飲食サービス業

情報通信業

金融・保険業

不動産業

専門・科学技術、業務

支援サービス業

公務

教育

保健衛生・社会事業

その他のサービス
西部地域

全市町村平均比率=1.0

※ 控除項目(総資本形成に係る消費税等）が含まれているため、合計は 100%とならない。 

産業別構成比の推移 

市町村内総生産及び市町村民所得（分配）の対前年度増加率 

26.5%

24.7%

26.6%

25.8%

27.1%

4.4%

5.1%

4.0%

4.3%

3.9%

8.9%

9.3%

9.2%

9.2%

9.2%

6.5%

5.1%

5.2%

5.6%

5.7%

15.5%

16.9%

16.3%

16.2%

16.0%

4.5%

4.9%

4.9%

4.9%

4.9%

6.8%

7.2%

6.9%

6.8%

6.3%

11.0%

11.6%

11.6%

11.4%

11.1%

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

農林水産業 鉱業

製造業

建設業

電気・ガス・水道

・廃棄物処理業

卸売・小売業 金融・保険業

不動産業

専門・科学技術、

業務支援サービス業

運輸・郵便業 公務
保健衛生

・社会事業

その他の

サービス

情報通信業

教育
宿泊・飲食

サービス業

構成比(%)

-0.7%

-5.2%

4.7%

2.9%
4.4%

-1.0%

-5.9%

5.4%

2.5% 2.9%

-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

市町村内総生産

市町村民所得(分配)

産業別特化係数（全市町村平均比率＝１.0） 

 

 西部地域の総生産は 3 番目の規模で増加率は 4.4%。所得は 5 番目の規模で増加率は 2.9%。構成比が伸びた
のは製造業で、前年度と比較して 1.3 ポイント増加。特化係数は、公務が 1.32、製造業が 1.25、鉱業が 1.18 と高
く、情報通信業、専門・科学技術、業務支援サービス業及びその他のサービスが低い。  
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利根地域 行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

総括表 2023年度

対前年度増加率

市町村内総生産 百万円 2,168,131 2,114,131 2,219,746 2,202,417 2,344,286 6.4%

市町村民所得（分配） 百万円 1,725,423 1,644,118 1,729,306 1,774,516 1,811,478 2.1%

一人当たり市町村民所得 千円 2,703 2,587 2,735 2,817 2,884 2.4%

就業者一人当たり市町村内純生産 千円 4,991 4,656 4,952 4,854 5,161 6.3%

雇用者一人当たり雇用者報酬 千円 3,927 3,825 3,852 3,874 3,938 1.7%

市町村人口 人 638,413 635,455 632,213 630,018 628,195 -0.3%

単位 2021年度 2022年度 2023年度2020年度2019年度

29.7%

30.2%

29.6%

27.7%

29.5%

5.1%

4.8%

6.2%

5.4%

5.5%

9.2%

9.3%

9.2%

9.6%

9.4%

6.2%

5.3%

5.3%

5.7%

5.5%

16.3%

17.1%

16.8%

17.5%

17.1%

4.9%

5.1%

5.1%

5.3%

5.2%

4.1%

4.3%

4.1%

4.2%

3.8%

9.4%

9.5%

9.4%

9.6%

9.2%

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

農林水産業
鉱業

製造業

建設業

電気・ガス・水道

・廃棄物処理業

卸売・小売業
宿泊・飲食

サービス業

不動産業
情報通信業運輸・郵便業

専門・科学技術、

業務支援サービス業

公務

保健衛生

・社会事業

金融・保険業 その他の

サービス

教育

構成比(%)

1.79 

0.00 

1.36 

1.21 

0.84 

0.82 

1.18 

0.86 

0.40 
0.55 

1.00 

0.75 

0.80 

1.01 

0.95 

0.78 

農林水産業

鉱業

製造業

建設業

電気･ガス･水道・廃棄

物処理業

卸売･小売業

運輸・郵便業

宿泊・飲食サービス業

情報通信業

金融・保険業

不動産業

専門・科学技術、業務

支援サービス業

公務

教育

保健衛生・社会事業

その他のサービス
利根地域

全市町村平均比率=1.0

市町村内総生産及び市町村民所得（分配）の対前年度増加率 

※ 控除項目(総資本形成に係る消費税等）が含まれているため、合計は 100%とならない。 

産業別構成比の推移 

-1.8%

-2.5%
5.0%

-0.8%

6.4%

-1.2%

-4.7%

5.2%

2.6%
2.1%

-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

市町村内総生産

市町村民所得(分配)

産業別特化係数（全市町村平均比率＝１.0） 

 利根地域の総生産は 5 番目の規模で増加率は 6.4%。所得は 6 番目の規模で増加率は 2.1%。構成比が伸
びたのは製造業で、前年度と比較して 1.8 ポイント増加。特化係数は、農林水産業が 1.79、製造業が 1.36、
建設業が 1.21 と高く、鉱業、情報通信業及び金融・保険業が低い。 
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北部地域（熊谷） 熊谷市、深谷市、寄居町

総括表 2023年度

対前年度増加率

市町村内総生産 百万円 1,682,545 1,684,641 1,663,644 1,806,412 1,882,928 4.2%

市町村民所得（分配） 百万円 1,071,726 998,073 1,066,076 1,107,898 1,131,312 2.1%

一人当たり市町村民所得 千円 2,899 2,712 2,918 3,044 3,122 2.6%

就業者一人当たり市町村内純生産 千円 5,792 5,578 5,594 6,018 6,263 4.1%

雇用者一人当たり雇用者報酬 千円 3,999 3,856 3,893 3,917 3,965 1.2%

市町村人口 人 369,737 368,057 365,315 363,938 362,342 -0.4%

単位 2021年度 2022年度 2023年度2020年度2019年度

3.58 

1.80 

1.82 

0.74 

0.93 

0.80 

0.67 

0.93 

0.31 

0.85 

0.73 

0.64 

0.76 

0.73 

0.76 

1.08 

農林水産業

鉱業

製造業

建設業

電気･ガス･水道・廃棄

物処理業

卸売･小売業

運輸・郵便業

宿泊・飲食サービス業

情報通信業

金融・保険業

不動産業

専門・科学技術、業務

支援サービス業

公務

教育

保健衛生・社会事業

その他のサービス
北部地域（熊谷）

全市町村平均比率=1.0

36.1%

37.9%

35.7%

38.8%

39.3%

9.4%

9.2%

9.7%

9.3%

9.2%

13.0%

13.2%

13.5%

12.7%

12.4%

4.3%

4.3%

4.6%

4.4%

4.4%

4.2%

4.1%

4.2%

3.9%

3.7%

7.8%

7.7%

8.1%

7.6%

7.4%

4.4%

4.1%

4.3%

4.2%

4.0%

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

農林水産業 鉱業

製造業

建設業

電気・ガス・水道

・廃棄物処理業

卸売・

小売業

金融・

保険業

不動産業

宿泊・飲食

サービス業

運輸・郵便業 公務

保健衛生

・社会事業

その他の

サービス

専門・科学技術、

業務支援サービス業

情報通信業

教育

構成比(%)

※ 控除項目(総資本形成に係る消費税等）が含まれているため、合計は 100%とならない。 

 北部地域（熊谷）の総生産は 8 番目の規模で増加率は 4.2%。所得は 9 番目の規模で増加率は 2.1%。構成比
が伸びたのは製造業で、前年度と比較して 0.5 ポイント増加。特化係数は、農林水産業が 3.58 と非常に高くなっ
ているほか、製造業が 1.82、鉱業が 1.80 と高く、情報通信業、専門・科学技術、業務支援サービス業及び運輸・
郵便業が低い。 

-1.2%

0.1%

-1.2%

8.6%
4.2%

-0.8%

-6.9%

6.8%

3.9% 2.1%

-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%

10.0%

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

市町村内総生産

市町村民所得(分配)

市町村内総生産及び市町村民所得（分配）の対前年度増加率 

産業別特化係数（全市町村平均比率＝１.0） 

 

産業別構成比の推移 
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北部地域（本庄） 本庄市、美里町、神川町、上里町

総括表 2023年度

対前年度増加率

市町村内総生産 百万円 562,368 582,158 573,545 605,012 624,183 3.2%

市町村民所得（分配） 百万円 356,239 336,331 368,368 388,470 386,706 -0.5%

一人当たり市町村民所得 千円 2,710 2,523 2,774 2,935 2,936 0.0%

就業者一人当たり市町村内純生産 千円 5,223 5,167 5,171 5,421 5,562 2.6%

雇用者一人当たり雇用者報酬 千円 3,585 3,464 3,560 3,693 3,621 -1.9%

市町村人口 人 131,448 133,310 132,798 132,359 131,721 -0.5%

単位 2021年度 2022年度 2023年度2020年度2019年度

4.98 

3.52 

1.83 

0.87 

0.90 

0.62 

0.57 

0.95 

0.32 

0.54 

0.79 

0.55 

0.74 

1.45 

1.13 

0.52 

農林水産業

鉱業

製造業

建設業

電気･ガス･水道・廃棄

物処理業

卸売･小売業

運輸・郵便業

宿泊・飲食サービス業

情報通信業

金融・保険業

不動産業

専門・科学技術、業務

支援サービス業

公務

教育

保健衛生・社会事業

その他のサービス
北部地域（本庄）

全市町村平均比率=1.0

38.0%

41.4%

39.0%

39.4%

40.9%

4.1%

4.8%

4.7%

5.4%

4.1%

8.7%

7.1%

7.5%

7.3%

7.4%

14.0%

13.8%

14.4%

14.1%

14.0%

3.8%

3.8%

4.0%

3.9%

4.0%

4.1%

4.0%

4.1%

3.9%

3.7%

8.4%

8.0%

8.5%

8.2%

8.1%

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

農林水産業 鉱業

製造業

建設業

電気・ガス・水道

・廃棄物処理業

卸売・

小売業

金融・

保険業

不動産業

保健衛生

・社会事業
運輸・郵便業

公務

教育
専門・科学技術、

業務支援サービス業

情報通信業

宿泊・飲食

サービス業

その他の

サービス

構成比(%)

市町村内総生産及び市町村民所得（分配）の対前年度増加率 

産業別構成比の推移 

※ 控除項目(総資本形成に係る消費税等）が含まれているため、合計は 100%とならない。 

 北部地域（本庄）の総生産は 11 番目の規模で増加率は 3.2%。所得も 11 番目の規模で増加率は-0.5%。構成
比が伸びたのは製造業で、前年度と比較して 1.5 ポイント増加。特化係数は農林水産業が 4.98 と高くなっている
が、生産額は約 102 億円で構成比としては 1.6%となっている。そのほか鉱業が 3.52、製造業が 1.83 と高く、情報
通信業、その他のサービス及び金融・保険業が低い。 

産業別特化係数（全市町村平均比率＝１.0） 

-1.6%

3.5%

-1.5%

5.5%

3.2%

-1.9%

-5.6%

9.5%
5.5%

-0.5%

-10.0%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%

10.0%

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

市町村内総生産

市町村民所得(分配)
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秩父地域 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

総括表 2023年度

対前年度増加率

市町村内総生産 百万円 321,939 316,208 312,222 325,169 336,992 3.6%

市町村民所得（分配） 百万円 226,713 212,411 226,390 230,374 228,705 -0.7%

一人当たり市町村民所得 千円 2,365 2,243 2,430 2,516 2,548 1.3%

就業者一人当たり市町村内純生産 千円 4,469 4,243 4,238 4,369 4,566 4.5%

雇用者一人当たり雇用者報酬 千円 3,386 3,299 3,368 3,301 3,229 -2.2%

市町村人口 人 95,879 94,690 93,167 91,560 89,762 -2.0%

単位 2021年度 2022年度 2023年度2020年度2019年度

※ 控除項目(総資本形成に係る消費税等）が含まれているため、合計は 100%とならない。 

産業別構成比の推移 

市町村内総生産及び市町村民所得（分配）の対前年度増加率 

1.71 

1.12 

1.08 

1.61 

0.67 

0.77 

1.94 0.26 0.84 

0.83 

0.94 

1.44 

1.04 

1.18 

0.57 

農林水産業

鉱業

製造業

建設業

電気･ガス･水道・廃棄

物処理業

卸売･小売業

運輸・郵便業

宿泊・飲食サービス業

情報通信業

金融・保険業

不動産業

専門・科学技術、業務

支援サービス業

公務

教育

保健衛生・社会事業

その他のサービス
秩父地域

全市町村平均比率=1.0
37.04

産業別特化係数（全市町村平均比率＝１.0） 

 

-0.9%
-1.8%

-1.3%

4.1% 3.6%

-2.2%

-6.3%

6.6%

1.8%

-0.7%

-10.0%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

市町村内総生産

市町村民所得(分配)

22.8%

25.3%

22.9%

22.8%

24.2%

5.3%

5.5%

5.4%

6.2%

4.9%

6.4%

5.9%

6.0%

4.8%

5.0%

7.4%

7.4%

7.7%

7.5%

7.7%

14.4%

14.7%

14.9%

14.7%

14.2%

6.1%

6.1%

6.5%

6.5%

6.5%

7.6%

7.4%

7.6%

7.4%

6.9%

11.3%

11.3%

12.0%

11.7%

11.5%

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

農林水産業 鉱業

製造業

建設業

電気・ガス・水道

・廃棄物処理業

卸売・

小売業

教育

不動産業

情報通信業

運輸・

郵便業

その他の

サービス

専門・科学技術、

業務支援サービス業

保健衛生

・社会事業

宿泊・飲食

サービス業 公務

金融・

保険業

構成比(%)

 秩父地域の総生産は 12 番目の規模で増加率は 3.6%。所得も 12 番目の規模で増加率は-0.7%。構成比が伸び
たのは製造業で、前年度と比較して 1.4 ポイント増加。特化係数は、鉱業が 37.04 と非常に高くなっているが、生産
額は約 53 億円で構成比としては 1.6%となっている。次いで宿泊・飲食サービス業が 1.94、農林水産業が 1.71 と
高く、情報通信業、その他のサービス及び卸売・小売業が低い。 
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７ 市町村民経済計算の概念 
 
(１) 市町村民経済計算とは  

 市町村民経済計算は、市町村における経済活動を生産、分配の二面から推計したもので、 

市町村経済の実態をとらえることができる総合的な経済指標である。 

 また、県経済における位置付けや他の市町村との比較により市町村の経済の特色を明らか 

にし、各種行政施策の基礎資料とするものである。 

 
(２) 市町村民経済計算の原則  

  市町村内で経済活動が営まれることにより、財貨・サービスが生産され、新たな価値（付 

 加価値※「９ 用語の解説(１)」参照）が作り出される。 

  この付加価値は生産に使用した諸要素（労働、資本、土地）の提供者に所得として分配さ 

 れ、消費や投資として支出され、それがまた新たな生産へとつながっている。 

  このように経済活動は「生産→分配→支出」という循環を繰り返しており、概念上「生産 ＝分配＝

支出」となる。 

  これを「三面等価の原則」という。本書では、このうち生産と分配を推計している。 

 
(３) 市町村民経済計算の評価基準  

  市町村民経済計算にはいろいろな概念があり、生産額などのとらえ方にも違いがある。 

ア 「総」（グロス）と「純」（ネット） 

建物・機械設備などの固定資産は、生産の過程において消耗していく（固定資本減耗＊）。 

付加価値を評価する際、この固定資本減耗を含んだものを「総」（グロス）といい、含 

まないものを「純」（ネット）という。 

＊ 固定資本減耗……構築物、設備、機械等再生産可能な固定資産について、通常の摩損及び損傷（減 

価償却）、予見さ れる 滅失、通常生じる 程度の事故による損害等（ 資本偶発損）から くる 減耗分を 評価した

額である。 

 

イ 市場価格表示と要素費用表示 

 市場価格表示は、市場で取り引きされる価格で評価したものである。 

   要素費用表示は、生産のために必要とされる要素（労働、資本、土地）に支払う費用で 

   評価したものである。 

 

 市場価格表示 ＝ 要素費用表示 ＋ 生産・輸入品に課される税 － 補助金  

 

 生産・輸入品に課される税とは、所得・富等に課される税（所得税、法人税等）以外の一般行政

府の租税収入である。 

 補助金とは、製品の市場価格を抑えるためなどの政策目的で、政府から産業に給付される経常

的交付金をいう。 

 生産・輸入品に課される税（控除補助金）は、納税する生産者を特定できないため、経済活動別

に配分せず、全産業分を一括して加算処理する。 
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 本書では「市町村内総生産」は市場価格表示、「市町村民所得」は要素費用表示により推計して

いる。 

 

ウ 内ベースと民ベース 

  「内ベース」は、経済活動の場所に着目する概念（属地主義）で、「民ベース」は、 

 居住者を対象とする概念（属人主義）である。居住者には個人だけでなく、法人企業や 

 政府機関も含まれている。 

 市町村内総生産は「内ベース」、市町村民所得（分配）は「民ベース」である。 

  市町村内に居住し市町村外で勤務している個人については、生産活動は市町村内総生 

 産には含まれず、雇用者報酬は市町村民所得に含まれる。 

  他市町村に本社のある企業が市町村内の事業所で行っている生産活動は、市町村内総 

 生産に含まれる。 

 

  人（法人も含む） 働く場所  

 内ベース  市町村内で経済活動に従事している人（市町村外の人も含む）  市町村内のみ 

 民ベース  市町村の住民  場所は問わない 

 

エ 名目値と実質値 

 名目値とは、市場で実際に取り引されている価格で計算した額である。 

  実 質 値 と は 、 あ る 特 定 の 年 を 基 準 と し て 、 物 価 に よ る 変 動 を 取 り 除 い た 額 で あ り 、 経 済 の 

 実質的な動きを把握する場合に用いられる。デフレーター（※「９ 用語の解説(６)」参照）により 

 物価変動を控除して実質値を求めている。 

 

オ 2008SNA 

  「SNA」とは、「Systems of National Accounts」の略称であり、「国民経済計算」又 

 は、「国民経済計算体系」と訳される。 

   この「SNA」は、一国の経済の状況について、体系的に記録する国際的な基準である。 

   「2008SNA」とは、2009年（平成21年）に国連で合意された国民経済計算の体系 

  の名称であり、日本においては、平成27年(度)推計からこの2008SNAを使用した推計方 

  式に移行した。 

   「県民経済計算」及び「市町村民経済計算」においても、平成29年度（平成27年度推 

  計）からこの2008SNAを使用した推計方式によって算出している。 

 

カ 市町村民経済計算の評価基準をまとめると、次のとおりである。 

 

  評 価 基 準  

市町村内総生産 総（グロス） 市場価格表示 内ベース 名目値 

市町村民所得（分配） 純（ネット） 要素費用表示 民ベース 名目値 

 

26



┌ 県内産出額

│ (市場価格表示)

│ (47,094,030)

│

│

│ 県内総生産　（生産側）

│ (市場価格表示)

生 │ (25,886,720)

│

│

│ 県内純生産 生産・輸入品に課される税

│ (市場価格表示) 【控除：補助金】

産 │ (19,084,675)

│

│

│ 県内純生産

│ (要素費用表示)

面 │ (17,200,236)

│

│

│ 県民純生産

│ (要素費用表示)

└ (24,090,377)

分 ┌ 県民所得 財産所得

配 │ (要素費用表示) （非企業部門）

面 └ (24,090,377)

※  端数処理により合計と内訳が一致しない場合がある。

※　数値はすべて名目値を掲載している。

最終生産物＝県内総生産(生産側) 中間投入

市町村民経済計算の概念図（市町村計）

令和５年度

（単位:100万円）

系列と主な項目 項目の内訳と相互連関

25,886,720 21,207,311

県内純生産(市場価格表示)
固定資本

減耗

19,084,675 6,802,045

県内純生産(要素費用表示)

17,200,236 1,884,439

営業余剰
混合所得

県内雇用者報酬

5,237,947 11,962,289

市町村外から
の所得（純）

県内純生産(要素費用表示)

6,890,141 17,200,236

1,361,970

県民雇用者報酬 企業所得

17,644,760 5,083,647
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８ 市町村民経済計算の推計項目 

 
 産業分類は、経済活動別分類（2008SNA分類）に準じているが、資料の制約から完全に一致して

いないものもある。 

※「１２ 経済活動別分類と日本標準産業分類の対応表」参照 

  (1)  総生産  
     市町村内総生産とは、１年間に市町村内の各事業所で産出された付加価値の合計で、産業別   

    に表している。 

 
      第１次産業 

        農業 

          獣医業→専門・科学技術、業務支援サービス業 

        林業 
        水産業 
      第２次産業 

        鉱業 
        製造業 

          食料品、繊維製品、パルプ・紙・紙加工品、化学、石油・石炭製品、窯業・土石製 

          品、一次金属、金属製品、はん用・生産用・業務用機械、電子部品・デバイス、電 

          気機械、情報・通信機器、輸送用機械、印刷業、その他の製造業 

        建設業 

      第３次産業 

        電気・ガス・水道・廃棄物処理業 
        卸売・小売業 
        運輸・郵便業  
        宿泊・飲食サービス業 

        情報通信業 
        金融・保険業  
        不動産業  
        専門・科学技術、業務支援サービス業  
          物品賃貸業、学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業、技術サービス業、 

          職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業 

        公務  
        教育 

        保健衛生・社会事業 

          医療業、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業 

        その他のサービス 

          園芸サービス業、著述・芸術家業、写真業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他 

          の生活関連サービス業、娯楽業、社会教育、学習塾、教養・技能教授業、郵便局、 

          協同組合、自動車整備業、機械等修理業、政治・経済・文化団体、宗教、その他  
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          のサービス 

      輸入品に課される税・関税 
       関税、輸入品商品税及び輸入品に係る消費税からなる。 
       納税する生産者を特定できないため、経済活動別に配分せず、全産業分を一括して加算 

     処理している。 

       （控除）総資本形成に係る消費税 
       総資本形成（設備投資及び在庫投資）にかかる消費税の控除額である。 
       生産面では納税する生産者を特定できないため、全産業分を一括して控除している。 

 
  (2)  分 配  

市町村民所得（分配）とは、新たに産み出された付加価値が、生産要素（労働、資本、土地）

の提供者に分配された合計で、雇用者報酬、財産所得、企業所得ごとに表している。 
 
    ア  雇用者報酬 
       雇用者報酬とは、市町村内に常時居住し、生産活動に常用雇用者・日雇を問わず従事する 

      雇用者への所得で､(ア)～(ウ)を計上する。 
   (ア) 賃金・俸給 

      現金・現物給与、役員報酬、議員歳費等、給与住宅差額家賃をいう。 

     （※「９ 用語の解説(７)イ」参照）  

 (イ) 雇主の現実社会負担 

       雇主の現実社会負担とは、一般政府に格付けされる社会保障基金及び金融機関に 

     格付けされる年金基金への雇主の負担であり、前者を「雇主の現実年金負担」、 

     後者を「雇主の現実非年金負担」という。 

    この雇主の現実社会負担は、以下のものが該当する。 

 

    ａ 雇主の現実年金負担 

      厚生年金、厚生年金基金・同連合会、適格退職年金、勤労者退職金共済機構、

国民年金基金・同連合会、確定給付企業年金など 

      

    ｂ 雇主の現実非年金負担 

      全国健康保険協会管掌健康保険、労働者災害補償保険、雇用保険、共済組合、

組合管掌健康保険、児童手当、介護保険など 

 

   (ウ) 雇主の帰属社会負担 

      上記以外の雇主負担で、次のものが該当する。 

    ａ 雇主の帰属年金負担 

      定義は以下の式による 

雇主の帰属年金負担＝現在勤務増分＋年金制度の手数料 

          －雇主の現実年金負担 

 こうした記録を行うのは退職一時金を含む確定給付型の場合のみであり、確定

拠出型の場合には適用されない。 

 

    ｂ 雇主の帰属非年金負担 

      退職一時金（政府分等）、公務災害補償費など 
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    イ  財産所得 
       財産所得とは、「一般政府（地方政府等）」（※「９ 用語の解説(９)」参照）、「家計」、「対 

   家計民間非営利団体」（※「９ 用語の解説(11)」参照）など、非企業部門における財産の使用に 

   よって生じる所得をいう。 
      家計部門については次の(ア)～(エ)を計上している。 

   (ア) 利子 
       預貯金、貸出金などについて生じた利息、割引料などの所得移転である。この利子 

     には金融仲介サービスの対価が反映されていることから、調整を行っている。  
    (イ) 配当(受取) 
        企業への出資に関して生じた所得の移転であり、株式に対する配当をはじめとする

民間非金融法人企業、協同組合の剰余金の分配のほか、法人格を有しない政府企業の

剰余金の一般政府への繰り入れ（いわゆる、一般政府の公的企業からの引き出し）や

企業の海外支店収益、海外子会社の未配分収益なども法人企業の分配所得として扱わ

れる。 

     なお、信託収益及び保険契約者配当は、それぞれ利子、保険契約者に帰属する投資 

    所得として扱われる。 

   (ウ)  その他の投資所得(受取) 
       生命保険（年金基金含む）、非生命保険の帰属収益、保険契約者配当からなる。 

        ａ 保険契約者に帰属する投資所得 

保険契約者に帰属する投資所得は、生命保険(及び年金保険)、非生命保険（及び

定型保証）の保険帰属収益、保険契約者配当からなる。 

    ｂ 年金受給権に係る投資所得 

雇用関係をベースとする退職後所得保障（企業年金等）について、制度を運営す

る年金基金（金融機関）に対して、受給者たる雇用者（家計）が保有する年金受給

権に関する投資所得を指す。 

    ｃ 投資信託投資者に帰属する投資所得 

投資信託の留保利益分を指す。 

   (エ) 賃貸料（受取） 
         賃貸料は、土地等の非生産資産の所有者である制度単位（賃貸人）が他の制度部門

（賃借人）にこれを賃貸し、生産活動に使わせる見返りとして受け取る所得を指す。

具体的には、土地の純賃貸料である。 

       
    ウ  企業所得 

      企業所得とは、営業余剰・混合所得（※「９ 用語の解説(８)」参照）に、財産所得の「受取 

   －支払」を加えたもので、(ア)～(ウ)を計上する。 
    (ア) 民間法人企業 

       制度部門別所得支出勘定の「非金融法人企業」と「金融機関」から導き出されており、 

     他部門への配当金等の受払後のものについて表示している。 

    (イ) 公的企業 
       一般政府（地方政府等）部門の活動であっても、民間企業と同じような財貨・サービ 

   スを提供し、独立採算性をとっている部門をいう。 
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       例：特別会計、公営事業、準公営企業等 

    (ウ) 個人企業  
       個人が企業の主体となって、家族の労働を使って運営する企業であり、次のａ～ｃに 

     分けて表示している。 
     ａ 農林水産業 
     ｂ その他の産業(非農林水・非金融) 
     ｃ 持ち家（住宅自己所有による帰属分） （※「９ 用語の解説(７)ア」参照） 

      自己所有の住宅（持ち家）は、借家と同様のサービスが生産、消費されるものと 

       仮定し、不動産業を営む個人企業として計上する（帰属家賃）。 

 

31



９ 用語の解説 

 
  (１)  付加価値 

    経済活動が行われた結果、生産された財貨・サービスの「産出額」（出荷額、売上高など）   

  から「中間投入」（その生産に要した原材料費や光熱費など）を控除した額、つまり新たに 

  作り出された価値をいう。 

 

  (２)  市町村内総生産 

    市町村内で１年間に生み出された付加価値の合計。国内総生産（ＧＤＰ）の市町村分に 

  あたる。 

 

  (３)  経済成長率 

    市町村内総生産の対前年度増加率を経済成長率という。 

    経済成長率＝（当該年度総生産－前年度総生産）÷前年度総生産×１００ 

  

  (４)  寄与度 

    市町村の成長に貢献した項目を把握することができる。 

    全体をＴ、構成部分をＰとした場合、 

    Ｐの寄与度＝Ｐの前年度からの増減額÷Ｔの前年度の額×１００ 

 

  (５)  特化係数 

    市町村の産業構造が市町村全体の平均に対してどのような特徴があるかを表す。 

    特化係数＝各市町村の産業別構成比÷市町村全体の産業別構成比 

   （１より大きい産業ほど特化している。） 

 

  (６)  デフレーター 

    総合的な物価水準を表す価格指数。 

  ある年を基準（１００）とし、その年からの物価変動を表す。１００より大きい場合は、 

 基準となる年よりも物価が高く、１００より小さい場合は、基準となる年より物価が低い 

 ことを表す。 

  デフレーターで各年度の名目値を除すと、物価変動の影響を除いた実質値を算出できる。 

  一般的には、物価が２年以上継続的に下落した場合がデフレ、上昇した場合がインフレと 

  される。 

 

  (７)  帰属計算 

    財貨・サービスが実際には市場で取り引きされないにもかかわらず、あたかもそれが市場 

  で取り引きされたかのように擬制して計算する方法をいう。 

    帰属家賃＝「住宅自己所有による帰属分」＋「給与住宅差額家賃」 

   ア 住宅自己所有による帰属分 

   持家に居住している人が自分で自分に家賃を支払っていると擬制し、市中の家賃で評価   
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 したらいくらになるかを計算したもの。 

   イ 給与住宅差額家賃 

   社宅、公務員住宅など市中の家賃より安い家賃で従業者に提供される場合の従業者の支  

 払家賃と市中平均家賃との差額。入居者が受け取った現物給与の一種とみなす。 

 

  (８)  営業余剰・混合所得 

    営業余剰は生産活動によって生み出された付加価値のうち企業の営業活動の貢献分であ 

  り、企業会計上の営業利益にほぼ相当する。 

    混合所得は家計（個人企業）の営業余剰のことである。家計（個人企業）については、個人 

 業主や家族従業員への労働報酬と営業余剰とが混合しているため、混合所得と呼んでいる。 

  ただし、持家については、概念上雇用者報酬が存在しないため営業余剰になる。 

 

  (９)  一般政府（地方政府等） 

    行政機関から公的企業を除いたもので、公務というサービスを、社会共通に通常無料で提 

  供するものである。 

    なお、「地方政府等」は地方政府と地方社会保障基金である。 

 

  (10)  公的企業 

    一般政府（地方政府等）の活動であっても、民間企業と同じような財貨・サービスを提供 

 し、独立採算性をとっている部門をいう。  例：特別会計、公営事業、準公営企業等 

 

  (11)  対家計民間非営利団体 

    利益の追求を目的としない、公益のための事業を行う団体（私立学校、政党、宗教団体等） 

  をいう。 

 

  (12)  市町村民所得 

    市町村内に常住する者の雇用者報酬、財産所得のほか、市町村内企業の企業所得を含む。 

 

  (13)  市町村外からの純所得 

    市町村民所得（分配）から市町村内純生産を差し引いて求める。 

    市町村間の流入・流出率を算出するために使用している。 

 

  (14)  市町村民所得の流入率・流出率 

    ＝（市町村民所得（分配）－市町村内純生産）÷市町村内純生産×１００ 

    市町村の所得（賃金・給料など）が流入しているか、流出しているかを表す。 

    一般的に、流入率・流出率によって次のような特徴がある。 

 ・  プラス   流入型…雇用機会を他市町村へ依存している。 

 ・  マイナス  流出型…工業団地など雇用の場が確保されている。 

 

  (15)  一人当たり市町村民所得 

    市町村民所得を市町村人口で割ったものである。 
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    市町村民所得には企業の所得が含まれ、市町村人口には乳児などの生産に従事しない者が 

 含まれる。個人の所得水準を表すものではない。 

    市町村の経済的豊かさを総合的に表す指標として、新聞等で取り上げられることが多い。 

 

  (16)  市町村人口 

    国勢調査人口または推計人口（その年度の１０月１日現在の総務省統計局の推計人口を県 

 統計課の推計人口により調整したもの）である。 

 

  (17)  就業者・雇用者 

    あらゆる生産活動に従事する者が就業者であり、そのうち、個人業主と無給の家族従業者  

  を除いたものを雇用者という。  

・個人業主 ・常 用 雇 用 者
　(家庭内職者分を含む) ・臨 時 ・ 日 雇

・役          員
・有給家族従業者

・無給家族従業者   (農林水産業のみ)

就　業　者

雇 用 者

－就業者と雇用者の違い―

 

 

  (18)  就業者１人当たり市町村内純生産（労働生産性）  

    市町村内純生産を市町村内就業者数で割ったものである。 

    市町村の労働生産性を表す。 

 

  (19)  市町村内就業者数 

    ＝（常住地総就業者数－常住地外就業者数）＋当該地域への流入就業者数 

    従業地ベースの通勤就業者数（昼間就業者数）を表す。 

 

  (20)  雇用者１人当たり雇用者報酬 

    市町村民の雇用者報酬合計を雇用者数で割ったものである。 

    雇用者報酬には、社会保険料の雇主負担が含まれる。    

 

  (21)  市町村民雇用者数 

    国勢調査を基に推計しており、市町村内に常住している雇用者数を表している。 

  雇用者には、常用雇用者のほか、役員、日雇い、有給家族従業者が含まれる。（個人業 

 主、無給家族従業者は含まない。） 
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１０ 市町村民経済計算の活用 

 
市町村民経済計算は、市町村の経済活動の実態と市町村民の所得水準を明らかにするものである。 

市町村の基本構想及び施策決定の基礎資料とするとともに、地域計画の立案に利用することができ

る。 

 
  (１)  相対的位置の把握 ～ 実数 

   県全体に対して、あるいは他の市町村に対して自市町村がどのような位置にあるのかが把  

 握できる。 

 

  (２)  経済変動の把握 ～ 増加率 
   市町村民経済計算が時系列的に整備されることによって、多年度にわたる変動の分析が可  

 能となる。 

   変動分析で重要なのは増加率であり、これにより市町村の経済成長の変動が把握できる。 

 

  (３)  経済構造の把握 ～ 構成比 
   生産面では、市町村経済の産業構造が明らかになり、分配面ではどのような構成で各種の 

 所得項目に分配されているかが明らかになる。 

   一般には経済が発展し所得水準が上昇するにつれ、労働力の比重が第１次産業から第２次 

 産業へ、さらに第３次産業へと移動していく傾向にある。 

 

  (４)  産業特性の把握 ～ 特化係数 
   特化係数とは、市町村の産業構造が市町村全体の平均に対してどのような特徴があるかを   

 表すもので、県平均が１となり、１より大きい場合は、その産業に特化している。 

  したがって、市町村における産業構成比が大きくても、県全体の構成比も大きい場合には、 

 必ずしも、当該市町村がその産業に特化しているとは言えない。 

   このように、特化係数を見ることによって、市町村の産業構造の特性が把握できる。 

 

  (５)  経済成長に貢献した産業の把握 ～ 寄与度 
   個々の産業の伸び率がいくら大きくても、その産業が全体に占める構成比率が小さければ    

 全体に与える影響が小さいため、個々の産業の増減率の大きさは、必ずしも地域全体の経済 

 成長に対する貢献度と一致しない。 

   寄与度により、市町村の成長率に貢献した項目を把握することができる。 

 

  (６)  その他 
   その他、分析によって、主要産業の増加率や市町村民所得の雇用者報酬・企業所得の増加     

 率など、様々なことを調べることができる。 
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１１　推計方法一覧表

項　目 出　所　・　資　料

Ⅰ　市町村内総生産 第一次産業＋第二次産業＋第三次産業＋輸入品に課される税・関税

－ (控除)総資本形成に係る消費税

１　第１次産業 農業＋林業＋水産業

　Ａ 農業 農業＋農業サービス業

農業 ① 県民経済計算

県民経済計算①×農業産出額Ⓐ対全県比 Ⓐ 農林水産省

　「市町村別農業産出額（推計）」

農業サービス業

県民経済計算①×従業者数Ⓑ対全県比 Ⓑ 総務省「経済センサス」

　Ｂ 林業 県民経済計算①×生産額②対全県比 ② 森づくり課「林業生産額」

　Ｃ 水産業 内水面漁業＋内水面養殖業

内水面漁業

県民経済計算①×漁業協同組合員数③対全県比 ③ 県内各漁業協同組合へ照会

内水面養殖業

県民経済計算①×養殖面積Ⓒ対全県比 Ⓒ 埼玉県水産研究所

　「埼玉県漁業養殖業統計年報」

２　第２次産業 鉱業＋建設業＋製造業

　Ｄ 鉱業 県民経済計算①×従業者数Ⓑ対全県比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　Ｅ 製造業 県民経済計算①×付加価値額Ⓓ対全県比 Ⓓ 総務省「経済センサス」

「経済構造実態調査」

　Ｆ 建設業 建築工事＋土木工事＋修繕工事

建築工事

県民経済計算①×新増分家屋の決定価格Ⓔ対全県比 Ⓔ 市町村課「固定資産概要調書」

土木工事 ④ 統計課「財政収支調査」

県民経済計算① ⑤ 関係各課へ照会

×土木工事額（国④＋県⑤＋市町村Ⓕ＋一部事務組合⑥）対全県比 Ⓕ 市町村課「市町村決算概要」

⑥ 一部事務組合へ照会

修繕工事

県民経済計算①×従業者数Ⓑ対全県比

３　第３次産業 電気・ガス・水道・廃棄物処理業＋卸売・小売業＋運輸・郵便業＋宿泊

・飲食サービス業＋情報通信業＋金融・保険業＋不動産業＋専門・科学

技術、業務支援サービス業＋公務＋教育＋保健衛生・社会事業＋その他

のサービス

推　計　方　法
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項　目 出　所　・　資　料推　計　方　法

　Ｇ 電気・ガス・水道 電気業＋ガス業＋熱供給業＋水道業＋廃棄物処理業

　・廃棄物処理業

電気業、ガス業及び廃棄物処理業

県民経済計算①×従業者数Ⓑ対全県比

熱供給業

県民経済計算①×販売熱量Ⓖ対全県比 Ⓖ 一般社団法人　日本熱供給事業協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　「熱供給事業便覧」

水道業

県水道用水供給事業＋県工業用水道事業＋市町村法適用水道事業

＋市町村法非適用簡易水道事業＋東京都水道局

県水道用水供給事業

浄水場以外分

県民経済計算①×水道用水供給事業職員数Ⓗ対全県比 Ⓗ 企業局「埼玉県公営企業決算書」

浄水場分

県民経済計算①×浄水場分職員数Ⓗ対全県比×配水量Ⓘ対全県比 Ⓘ 企業局「事業年報」

県工業用水道事業

浄水場以外分

県民経済計算①×工業用水道事業職員数Ⓗ対全県比

浄水場分

県民経済計算①×浄水場分職員数Ⓗ対全県比×配水量Ⓘ対全県比

市町村法適用水道事業

県民経済計算①×（営業収益－受託工事収益）Ⓙ対全県比 Ⓙ 市町村課「市町村公営企業決算概況」

※企業団の構成市町への配分は、推計人口Ⓚによる。 Ⓚ 統計課「埼玉県推計人口」

市町村法非適用簡易水道事業

県民経済計算①×（営業収益－受託工事収益）Ⓙ対全県比

東京都水道局

県民経済計算①×東京都水道局職員数④対全県比 ④ 統計課「財政収支調査」

　Ｈ 卸売・小売業 卸売業（民間＋公的）＋小売業

卸売業（民間）及び小売業

県民経済計算①×商品販売額Ⓛ対全県比 Ⓛ 総務省「経済センサス」

卸売業（公的：市場事業）

県民経済計算①×（営業収益－受託工事収益）Ⓙ対全県比

　Ｉ 運輸・郵便業 鉄道業＋道路運送業＋水運業＋航空運輸業＋その他の運輸業＋郵便業

鉄道業

首都圏新都市鉄道以外の鉄道業＋首都圏新都市鉄道

首都圏新都市鉄道以外の鉄道業

県民経済計算①×従業者数Ⓑ対全県比
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項　目 出　所　・　資　料推　計　方　法

首都圏新都市鉄道

県民経済計算①×乗車人員Ⓝ対全県比 Ⓝ 統計課「埼玉県統計年鑑」

道路運送業

道路旅客業＋道路貨物運送業

道路旅客業及び道路貨物運送業

県民経済計算①×従業者数Ⓑ対全県比

水運業

県民経済計算①×売上高④対全県比 ④統計課「財政収支調査」

航空運輸業

県民経済計算①×従業者数Ⓑ対全県比

その他の運輸業

こん包業、水運施設管理・その他の水運附帯サービス業、航空施設

管理・その他の航空附帯サービス、旅行・その他の運輸附帯サービス

＋貨物運送取扱業＋倉庫業＋道路輸送施設提供業

道路輸送施設提供業のうち高速自動車道、有料道路を除く

その他の運輸業

県民経済計算①×従業者数Ⓑ対全県比

道路輸送施設提供業のうち高速自動車道、有料道路

東日本高速道路＋首都高速道路＋埼玉県道路公社

東日本高速道路及び首都高速道路

県民経済計算①×道路延長距離⑦対全県比 ⑦ 地図上で計測

埼玉県道路公社

県民経済計算①

×（各有料道路料金収入Ⓞ×道路延長距離⑦対各有料道路） Ⓞ 埼玉県道路公社「事業報告書」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対全県比

郵便業

県民経済計算①×従業者数Ⓑ対全県比

　Ｊ 宿泊 飲食サービス業＋旅館・その他宿泊所

・飲食サービス業 県民経済計算①×従業者数Ⓑ対全県比

　Ｋ 情報通信業 電信・電話業＋放送業＋情報サービス業＋映像・音声・文字情報制作業

県民経済計算①×従業者数Ⓑ対全県比

　Ｌ 金融・保険業 金融業＋保険業

※金融業は、ゆうちょ銀行とそれ以外を、保険業は、

かんぽ生命とそれ以外を分けて推計後、合算。
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項　目 出　所　・　資　料推　計　方　法

県民経済計算①×従業者数Ⓑ対全県比

　Ｍ 不動産業 住宅賃貸業＋不動産仲介業＋不動産賃貸業

住宅賃貸業

県民経済計算①×課税評価額Ⓜ対全県比 Ⓜ 市町村課「固定資産概要調書」

不動産仲介業及び不動産賃貸業

県民経済計算①×従業者数Ⓑ対全県比

　Ｎ 専門・科学技術、 県民経済計算①×従業者数Ⓑ対全県比

業務支援サービス業

　Ｏ 公務 県民経済計算①×従業者数Ⓑ対全県比

　Ｐ 教育 県民経済計算①×従業者数Ⓑ対全県比

　Ｑ 保健衛生 県民経済計算①×従業者数Ⓑ対全県比

　　　　・社会事業

　Ｒ その他の 県民経済計算①×従業者数Ⓑ対全県比

サービス

  輸入品に課される税 県民経済計算①

・関税 　　　 ×（第①次産業＋第　　　 ×（第①次産業＋第　 ×（第一次産業＋第二次産業＋第三次産業）計対全県比

  （控除）総資本形成 県民経済計算①

に係る消費税 　　　 ×（第①次産業＋第　　　 ×（第①次産業＋第　 ×（第一次産業＋第二次産業＋第三次産業）計対全県比
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項　目 出　所　・　資　料推　計　方　法

Ⅱ　市町村民所得 雇用者報酬＋財産所得＋企業所得

（分配）

1　雇用者報酬 賃金・俸給＋雇主の社会負担

賃金・俸給

県民経済計算①×個人県民税額Ⓟ対全県比 Ⓟ 税務課「個人県民税確定税額調」

雇主の社会負担＝雇主の現実社会負担＋雇主の帰属社会負担

雇主の現実社会負担

県民経済計算①×個人県民税額Ⓟ対全県比

雇主の帰属社会負担

県民経済計算①×個人県民税額Ⓟ対全県比

2　財産所得 一般政府（地方政府等）＋家計＋対家計民間非営利団体

一般政府（地方政府等）＝一般政府（地方政府等）受取

　　　　　　　　　　　－一般政府（地方政府等）支払

一般政府（地方政府等）受取

県民経済計算①×一般政府（地方政府等）総生産額対全県比

一般政府（地方政府等）支払

県民経済計算①×一般政府（地方政府等）総生産額対全県比

家計＝利子受取－利子支払（消費者負債利子）＋配当（受取）

＋その他の投資所得＋賃貸料（受取）

利子受取

県民経済計算①×昼間就業者数Ⓠ対全県比 Ⓠ 総務省「国勢調査」

利子支払（消費者負債者利子）

県民経済計算①×昼間就業者数Ⓠ対全県比

配当（受取）

県民経済計算①×受取配当対全県比 Ⓡ 関東信越国税局「源泉所得税表」

受取配当＝税務署別源泉所得税額Ⓡ×市町村別世帯数Ⓚ Ⓚ 統計課「埼玉県推計人口」

その他の投資所得(受取)

県民経済計算①×雇用者報酬対全県比

賃貸料（受取）

県民経済計算①×家計賃貸料（宅地、農地決定価格計）Ⓢ対全県比 Ⓢ 市町村課「固定資産概要調書」

対家計民間非営利団体＝

対家計民間非営利団体受取－対家計民間非営利団体支払

対家計民間非営利団体受取

県民経済計算①×対家計民間非営総生産額対全県比

対家計民間非営利団体支払

県民経済計算①×対家計民間非営利総生産額対全県比
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項　目 出　所　・　資　料推　計　方　法

3　企業所得 民間法人企業＋公的企業＋個人企業

民間法人企業

県民経済計算①×市町村内総生産対全県比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公的企業

県民経済計算①×一般政府（地方政府等）総生産額対全県比

個人企業＝農林水産業＋その他の産業（非農林水・非金融）＋持ち家

農林水産業

県民経済計算①×第一次産業生産額計対全県比

その他の産業（非農林水・非金融）

県民経済計算①×従業者数（その他の産業）Ⓑ対全県比

持ち家

県民経済計算①×課税評価額Ⓢ対全県比 Ⓢ 市町村課「固定資産概要調書」
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１２ 経済活動別分類と日本標準産業分類の対応表 

JSNA 経 済 活 動 分 類  
日 本 標 準 産 業 分 類 （ JSIC）  

第 13 回 改 定 (平 成 25 年 10 月 改 定 ) 第 14 回 改 定 (令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 施 行 ) 

１  農 林 水 産 業  
 

 
(1)農 業  01 農 業  01 農 業   

(0113 のうち「 きのこ類 の栽 培 」  
→林 業 ) 

(0113 のうち「 きのこ類 の栽 培 」  
→林 業 )  

(014 園 芸 サービス業  
→その他 のサービス業 ) 

(014 園 芸 サービス業  
→その他 のサービス業 ) 

(2)林 業  02 林 業  02 林 業   
0113 野 菜 作 農 業 (きのこ類 の栽 培 を含

む) 
0113 野 菜 作 農 業 (きのこ類 の栽 培 を含 む) 

 
(うち「 きのこ類 の栽 培 」 ) (うち「 きのこ類 の栽 培 」 ) 

(3)水 産 業  03 漁 業 (水 産 養 殖 業 を除 く) 03 漁 業 (水 産 養 殖 業 を除 く)  
04 水 産 養 殖 業  04 水 産 養 殖 業    

 

２  鉱 業  
 

  
05 鉱 業 、採 石 業 、砂 利 採 取 業  05 鉱 業 、採 石 業 、砂 利 採 取 業   
2181 砕 石 製 造 業  2181 砕 石 製 造 業    

 

３  製 造 業  
 

 
(1)食 料 品  09 食 料 品 製 造 業  09 食 料 品 製 造 業   

10 飲 料 ・ たばこ・ 飼 料 製 造 業  10 飲 料 ・ たばこ・ 飼 料 製 造 業   
1641 脂 肪 酸 ・ 硬 化 油 ・ グリセリン製 造 業  1641 脂 肪 酸 ・ 硬 化 油 ・ グリセリン製 造 業   

(うち「 硬 化 油 (食 用 )」 ) (うち「 硬 化 油 (食 用 )」 )  
5895 料 理 品 小 売 業 のうち「 製 造 小 売

分 」  
5894 料 理 品 小 売 業 のうち「 製 造 小 売 分 」  

 
952 と畜 場  952 と畜 場  

(2)繊 維 製 品  11 繊 維 工 業  11 繊 維 工 業   
(1113 炭 素 繊 維 製 造 業  

→窯 業 ・ 土 石 製 品 ) 
(1113 炭 素 繊 維 製 造 業  

→窯 業 ・ 土 石 製 品 ) 
(3)パルプ・ 紙 ・ 紙 加 工

品  
14 パルプ・ 紙 ・ 紙 加 工 品 製 造 業  14 パルプ・ 紙 ・ 紙 加 工 品 製 造 業  

(4)化 学  16 化 学 工 業  16 化 学 工 業   
(1641 脂 肪 酸 ・ 硬 化 油 ・ グリセリン製
造 業 のうち「 硬 化 油 (食 用 )」 →食 料
品 ) 

(1641 脂 肪 酸 ・ 硬 化 油 ・ グリセリン製 造
業 のうち「 硬 化 油 (食 用 )」  
→食 料 品 ) 

(5)石 油 ・ 石 炭 製 品  17 石 油 ・ 石 炭 製 品 製 造 業  17 石 油 ・ 石 炭 製 品 製 造 業  
(6)窯 業 ・ 土 石 製 品  21 窯 業 ・ 土 石 製 造 業  21 窯 業 ・ 土 石 製 造 業   

(2181 砕 石 製 造 業 →鉱 業 ) (2181 砕 石 製 造 業 →鉱 業 )  
1113 炭 素 繊 維 製 造 業  1113 炭 素 繊 維 製 造 業  

(7)一 次 金 属  22 鉄 鋼 業  22 鉄 鋼 業   
23 非 鉄 金 属 製 造 業  23 非 鉄 金 属 製 造 業  

(8)金 属 製 品  24 金 属 製 品 製 造 業  24 金 属 製 品 製 造 業  
(9)はん用 ・ 生 産 用 ・ 業

務 用 機 械  
25 はん用 機 械 器 具 製 造 業  25 はん用 機 械 器 具 製 造 業  

 
26 生 産 用 機 械 器 具 製 造 業  26 生 産 用 機 械 器 具 製 造 業   
27 業 務 用 機 械 器 具 製 造 業  27 業 務 用 機 械 器 具 製 造 業  

(10)電 子 部 品 ・ デバイ
ス 

28 電 子 部 品 ・ デバイス・ 電 子 回 路 製 造
業  

28 電 子 部 品 ・ デバイス・ 電 子 回 路 製 造 業  

(11)電 気 機 械  29 電 気 機 械 器 具 製 造 業  29 電 気 機 械 器 具 製 造 業  
(12)情 報 ・ 通 信 機 器  30 情 報 通 信 機 械 器 具 製 造 業  30 情 報 通 信 機 械 器 具 製 造 業  
(13)輸 送 用 機 械  31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業  31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業   

901 機 械 修 理 業 のうち「 空 港 等 で行 わ
れる航 空 機 整 備 」  

901 機 械 修 理 業 のうち「 空 港 等 で行 われ
る航 空 機 整 備 」  

(14)印 刷 業  15 印 刷 ・ 同 関 連 業  15 印 刷 ・ 同 関 連 業  
(15)その他 の製 造 業  12 木 材 ・ 木 製 品 製 造 業 (家 具 を除 く) 12 木 材 ・ 木 製 品 製 造 業 (家 具 を除 く)  

13 家 具 ・ 装 備 品 製 造 業  13 家 具 ・ 装 備 品 製 造 業   
18 プラスチック製 品 製 造 業 (別 掲 を除 く) 18 プラスチック製 品 製 造 業 (別 掲 を除 く)  
19 ゴム製 品 製 造 業  19 ゴム製 品 製 造 業   
20 なめし革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 製 造 業  20 なめし革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 製 造 業   
32 その他 の製 造 業  32 その他 の製 造 業  
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JSNA 経 済 活 動 分 類  
日 本 標 準 産 業 分 類 （ JSIC）  

第 13 回 改 定 (平 成 25 年 10 月 改 定 ) 第 14 回 改 定 (令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 施 行 ) 

４  電 気 ･ガス･水 道 ･
廃 棄 物 処 理 業  

 
 

(1)電 気 業  33 電 気 業  33 電 気 業  
(2)ガス･水 道 ･廃 棄 物

処 理 業  
34 ガス業  34 ガス業  

 
35 熱 供 給 業  35 熱 供 給 業   
36 水 道 業  36 水 道 業   

(うち「 船 舶 給 水 業 」  
→運 輸 ・ 郵 便 業 ) 

(うち「 船 舶 給 水 業 」  
→運 輸 ・ 郵 便 業 )  

88 廃 棄 物 処 理 業  88 廃 棄 物 処 理 業    
 

５  建 設 業  
 

  
06 総 合 工 事 業  06 総 合 工 事 業   
07 職 別 工 事 業 (設 備 工 事 業 を除 く) 07 職 別 工 事 業 (設 備 工 事 業 を除 く)  
08 設 備 工 事 業  08 設 備 工 事 業    

 

６  卸 売 ・ 小 売 業  
 

 
(1)卸 売 業  50 各 種 商 品 卸 売 業  50 各 種 商 品 卸 売 業   

51 繊 維 ・ 衣 服 等 卸 売 業  51 繊 維 ・ 衣 服 等 卸 売 業   
52 飲 食 料 品 卸 売 業  52 飲 食 料 品 卸 売 業   
53 建 築 材 料 ,鉱 物 ･金 属 材 料 等 卸 売 業  53 建 築 材 料 ,鉱 物 ･金 属 材 料 等 卸 売 業   
54 機 械 器 具 卸 売 業  54 機 械 器 具 卸 売 業   
55 その他 の卸 売 業  55 その他 の卸 売 業   
959 他 に分 類 されないサービス業  

(うち「 卸 売 市 場 」 ) 
959 他 に分 類 されないサービス業  

(うち「 卸 売 市 場 」 ) 
(2)小 売 業  56 各 種 商 品 小 売 業  56 各 種 商 品 小 売 業   

57 織 物 ・ 衣 服 ・ 身 の回 り品 小 売 業  57 織 物 ・ 衣 服 ・ 身 の回 り品 小 売 業   
58 飲 食 料 品 小 売 業  

(5895 料 理 品 小 売 業 のうち「 製 造 小
売 分 」 →食 料 品 製 造 業 ) 

58 飲 食 料 品 小 売 業  
(5894 料 理 品 小 売 業 のうち「 製 造 小
売 分 」 →食 料 品 製 造 業 )  

59 機 械 器 具 小 売 業  59 機 械 器 具 小 売 業   
60 その他 の小 売 業  

(6033 調 剤 薬 局 のうち「 調 剤 」 →保
健 衛 生 ・ 社 会 事 業 ) 

60 その他 の小 売 業  
(6032 薬 局 のうち「 調 剤 」  

→保 健 衛 生 ・ 社 会 事 業 )  
61 無 店 舗 小 売 業  61 無 店 舗 小 売 業   
6421 質 屋  6421 質 屋    

 

７  運 輸 ・ 郵 便 業  
 

  
361 上 水 道 業 (うち「 船 舶 給 水 業 」 ) 361 上 水 道 業 (うち「 船 舶 給 水 業 」 )  
42 鉄 道 業  42 鉄 道 業   
43 道 路 旅 客 運 送 業  43 道 路 旅 客 運 送 業   
44 道 路 貨 物 運 送 業  44 道 路 貨 物 運 送 業   
45 水 運 業  45 水 運 業   
46 航 空 運 輸 業  46 航 空 運 輸 業   
47 倉 庫 業  47 倉 庫 業   
48 運 輸 に附 帯 するサービス業  48 運 輸 に附 帯 するサービス業   
49 郵 便 業 (信 書 便 事 業 を含 む) 49 郵 便 業 (信 書 便 事 業 を含 む)  
693 駐 車 場 業  

(自 動 車 の保 管 を目 的 とする駐 車 場
→不 動 産 業 。路 面 上 に設 置 される
駐 車 場 は除 く。) 

693 駐 車 場 業  
(自 動 車 の保 管 を目 的 とする駐 車 場 →
不 動 産 業 。路 面 上 に設 置 される駐 車
場 は除 く。)  

791 旅 行 業  791 旅 行 業   
861 郵 便 局 のうち「 郵 便 」  861 郵 便 局 のうち「 郵 便 」    

 

８  宿 泊 ・ 飲 食 サービ
ス業  

 
 

 
75 宿 泊 業  75 宿 泊 業   

(うち会 社 の寄 宿 舎 、学 生 寮 等 を除 く) (うち会 社 の寄 宿 舎 、学 生 寮 等 を除 く)  
76 飲 食 店  76 飲 食 店   
77 持 ち帰 り・ 配 達 飲 食 サービス業  77 持 ち帰 り・ 配 達 飲 食 サービス業   

(7721 配 達 飲 食 サービス業 のうち「 学
校 給 食 」 →教 育 )  

(7721 配 達 飲 食 サービス業 のうち「 学
校 給 食 」 →教 育 ) 
 

43



 

JSNA 経 済 活 動 分 類  
日 本 標 準 産 業 分 類 （ JSIC）  

第 13 回 改 定 (平 成 25 年 10 月 改 定 ) 第 14 回 改 定 (令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 施 行 ) 

９  情 報 通 信 業    
(1)  通 信 ・ 放 送 業  37 通 信 業  37 通 信 業   

862 郵 便 局 受 託 業  862 郵 便 局 受 託 業   
38 放 送 業  38 放 送 業  

(2)  情 報 サービス・ 映
像 音 声 文 字 情 報
制 作 業  

39 情 報 サービス業  39 情 報 サービス業  

 
40 インターネット附 随 サービス業  40 インターネット附 随 サービス業   
41 映 像 ・ 音 声 ・ 文 字 情 報 制 作 業  41 映 像 ・ 音 声 ・ 文 字 情 報 制 作 業    

 

１ ０  金 融 ・ 保 険 業  
 

  
62 銀 行 業  62 銀 行 業   
63 協 同 組 織 金 融 業  63 協 同 組 織 金 融 業   
64 貸 金 業 ， クレジットカード業 等 非 預 金

信 用 機 関  
(6421 質 屋 →小 売 業 ) 

64 貸 金 業 ， クレジットカード業 等 非 預 金
信 用 機 関  
(6421 質 屋 →小 売 業 )  

65 金 融 商 品 取 引 業 ， 商 品 先 物 取 引 業  65 金 融 商 品 取 引 業 ， 商 品 先 物 取 引 業   
66 補 助 的 金 融 業 等  66 補 助 的 金 融 業 等   
67 保 険 業 (保 険 媒 介 代 理 業 、保 険 サー

ビス業 を含 む) 
67 保 険 業 (保 険 媒 介 代 理 業 、保 険 サービ

ス業 を含 む)   
 

１ １  不 動 産 業  
 

 
(1)住 宅 賃 貸 業  692 賃 家 業 、賃 間 業 、帰 属 計 算 する住

宅 賃 貸 料  
692 賃 家 業 、賃 間 業 、帰 属 計 算 する住 宅

賃 貸 料  
(2)その他 の不 動 産 業  68 不 動 産 取 引 業  68 不 動 産 取 引 業   

691 不 動 産 賃 貸 業  
(貸 家 業 、貸 間 業 を除 く) 

691 不 動 産 賃 貸 業  
(貸 家 業 、貸 間 業 を除 く)  

(6912 土 地 賃 貸 業 を除 く) (6912 土 地 賃 貸 業 を除 く)  
692 貸 家 業 ・ 貸 間 業  692 貸 家 業 ・ 貸 間 業   
693 駐 車 場 業  

(うち自 動 車 の保 管 を目 的 とする駐 車
場 (所 有 者 の委 託 を受 けて行 う駐 車
場 の管 理 運 営 の活 動 を含 む)) 

693 駐 車 場 業  
(うち自 動 車 の保 管 を目 的 とする駐 車
場 (所 有 者 の委 託 を受 けて行 う駐 車
場 の管 理 運 営 の活 動 を含 む))  

694 不 動 産 管 理 業  694 不 動 産 管 理 業    
 

１ ２  専 門 ・ 科 学 技 術 、
業 務 支 援 サービ
ス業  

 
 

 
70 物 品 賃 貸 業  70 物 品 賃 貸 業   
71 学 術 ・ 開 発 研 究 機 関  71 学 術 ・ 開 発 研 究 機 関   
72 専 門 サービス業 (他 に分 類 されないも

の) 
72 専 門 サービス業 (他 に分 類 されないも

の)  
(727 著 述 ・ 芸 術 家 業 →その他 のサー
ビス) 

(727 著 述 ・ 芸 術 家 業 →その他 のサー
ビス)  

73 広 告 業  73 広 告 業   
74 技 術 サービス業 (他 に分 類 されないも

の) 
74 技 術 サービス業 (他 に分 類 されないも

の)  
(746 写 真 業 →その他 のサービス) (746 写 真 業 →その他 のサービス)  

91 職 業 紹 介 ・ 労 働 者 派 遣 業  91 職 業 紹 介 ・ 労 働 者 派 遣 業   
92 その他 の事 業 サービス業  92 その他 の事 業 サービス業    

 

１ ３  公 務  
 

  
97 国 家 公 務  97 国 家 公 務   
98 地 方 公 務  98 地 方 公 務   
8511 社 会 保 険 事 業 団 体  8511 社 会 保 険 事 業 団 体  
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１ ４  教 育    

 7721 配 達 飲 食 サービス業  
(うち「 学 校 給 食 」 ) 

7721 配 達 飲 食 サービス業  
(うち「 学 校 給 食 」 ) 

 
81 学 校 教 育  
(819 幼 保 連 携 型 認 定 こども園 (うち「 保
育 所 型 」 )→保 健 衛 生 ・ 社 会 事 業 ) 

81 学 校 教 育  
(819 幼 保 連 携 型 認 定 こども園 (うち「 保 育
所 型 」 )→保 健 衛 生 ・ 社 会 事 業 )  

82 その他 の教 育 、学 習 支 援 業  82 その他 の教 育 、学 習 支 援 業   
821 社 会 教 育 、823 学 習 塾 、824 教
養 ・ 技 能 教 授 業  

→その他 のサービス 

821 社 会 教 育 、823 学 習 塾 、824 教 養 ・
技 能 教 授 業  

→その他 のサービス  
8229 その他 の職 業 ・ 教 育 支 援 施 設 のう
ち「 児 童 自 立 支 援 施 設 」  
→保 健 衛 生 ・ 社 会 事 業  

8229 その他 の職 業 ・ 教 育 支 援 施 設 のうち
「 児 童 自 立 支 援 施 設 」  
→保 健 衛 生 ・ 社 会 事 業    

 

１ ５  保 健 衛 生 ・ 社 会
事 業  

 
 

 
819 幼 保 連 携 型 認 定 こども園  
(うち「 保 育 所 型 」 ) 

819 幼 保 連 携 型 認 定 こども園  
(うち「 保 育 所 型 」 )  

6033 調 剤 薬 局 (うち「 調 剤 」 ) 6032 薬 局 (うち「 調 剤 」 )  
8229 その他 の職 業 ・ 教 育 支 援 施 設  

(うち「 児 童 自 立 支 援 施 設 」 ) 
8229 その他 の職 業 ・ 教 育 支 援 施 設  

(うち「 児 童 自 立 支 援 施 設 」 )  
83 医 療 業  83 医 療 業   

84 保 健 衛 生  84 保 健 衛 生   
85 社 会 保 険 ・ 社 会 福 祉 ・ 介 護 事 業  
(8511 社 会 保 険 事 業 団 体 →公 務 ) 

85 社 会 保 険 ・ 社 会 福 祉 ・ 介 護 事 業  
(8511 社 会 保 険 事 業 団 体 →公 務 )   
 

１ ６  その他 のサービス 
 

  
014 園 芸 サービス業  014 園 芸 サービス業   
727 著 述 ・ 芸 術 家 業  727 著 述 ・ 芸 術 家 業   
746 写 真 業  746 写 真 業   
78 洗 濯 ・ 理 容 ・ 美 容 ・ 浴 場 業  78 洗 濯 ・ 理 容 ・ 美 容 ・ 浴 場 業   
79 その他 の生 活 関 連 サービス業  79 その他 の生 活 関 連 サービス業   
(791 旅 行 業 →運 輸 ・ 郵 便 業 ) (791 旅 行 業 →運 輸 ・ 郵 便 業 )  
80 娯 楽 業  80 娯 楽 業   

821 社 会 教 育  821 社 会 教 育   
823 学 習 塾  823 学 習 塾   
824 教 養 ・ 技 能 教 授 業  824 教 養 ・ 技 能 教 授 業   
86 郵 便 局  86 郵 便 局   
861 郵 便 局 のうち「 郵 便 」 →運 輸 ・ 郵 便
業  

861 郵 便 局 のうち「 郵 便 」 →運 輸 ・ 郵 便 業  

 
862 郵 便 局 受 託 業 →通 信 ・ 放 送 業  862 郵 便 局 受 託 業 →通 信 ・ 放 送 業   
87 協 同 組 合 (他 に分 類 されないもの) 87 協 同 組 合 (他 に分 類 されないもの)  
89 自 動 車 整 備 業  89 自 動 車 整 備 業   
90 機 械 等 修 理 業 (別 掲 を除 く) 90 機 械 等 修 理 業 （ 別 掲 を除 く）   
(901 機 械 修 理 業 のうち「 空 港 等 で行 わ
れる航 空 機 整 備 」 →輸 送 機 械 製 造 業 ) 

(901 機 械 修 理 業 のうち「 空 港 等 で行 われ
る航 空 機 整 備 」 →輸 送 機 械 製 造 業 )  

93 政 治 ・ 経 済 ・ 文 化 団 体  93 政 治 ・ 経 済 ・ 文 化 団 体   
94 宗 教  94 宗 教   

95 その他 のサービス 
(952 と畜 場 →食 料 品 製 造 業 ) 

95 その他 のサービス 
(952 と畜 場 →食 料 品 製 造 業 )   
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